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総務常任委員会 
 

平成２９年１２月１３日午前９時から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎嶋田 善行     ○奥村 容子      宮﨑 和彦 

小林  誠      小村 尚己      木澤 正男 

     伴 議 長 

 

２．理事者出席者 

    町     長  中西 和夫    副 町 長  乾  善亮 

    教  育  長  藤原 伸宏    総 務 部 長   昭男 

    同 次 長  谷口 智子    総 務 課 長  仲村 佳真 

同 課 長 補 佐         大野 彰彦    同 課 長 補 佐         福田 善行 

まちづくり政策課長  安藤 容子    同 課 長 補 佐         曽谷 博一 

同 課 長 補 佐         福井 まり    財 政 課 長  福居 哲也 

同 課 長 補 佐         柳井孝一朗    税 務 課 長  本庄 徳光 

同 係 長  竹山  潔    会 計 管 理 者  藤川 岳志 

監査委員書記  山﨑  篤    教委総務課長         安藤 晴康 

同 課 長 補 佐         岡村 智生    生涯学習課長         中原  潤 

同  参  事  井上 貴至    同 課 長 補 佐         平田 政彦 

 

３．会議の書記 

    議会事務局長         真弓  啓    同 局 長 補 佐  大塚 美季 

 

４．審査事項 

    別紙のとおり 
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開会（午前９時００分） 

署名委員 小村委員、木澤委員 

 

おはようございます。 

全員おそろいですので、ただいまから総務常任委員会を開会し、本日

の会議を開きます。 

初めに、町長の挨拶をお受けいたします。 中西町長。 

 

おはようございます。 

委員皆さまには、早朝からご出席を賜りまして、本当にありがとうご

ざいます。 

本日の委員会ではですね、本会議から付託をされました議案第３３号 

斑鳩町犯罪被害者等支援条例について、それと、議案第３５号 斑鳩町

町税条例の一部を改正する条例について、議案第３８号 平成２９年度

斑鳩町一般会計補正予算（第５号）について、３議案についてご審議を

いただくわけでございますけども、皆様方のご審議をいただきまして、

原案どおり可決いただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

次に、継続審査についてでございますけども、斑鳩町における歴史的

史跡等の発掘調査、整備保存に関することについてということで、秋季

特別展、また、それと、文化財活用センターの運営等についてですね、

担当のほうから説明をさせていただきますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

次に、各課報告事項につきまして、１番目の斑鳩町犯罪被害者等支援

条例施行規則、これにつきましては、先ほどの議案第３３号と関連いた

しますので、一括して説明させていただきます。 

次に、２点目、創業支援センターの整備案についてから、６番目の斑

鳩町協働のまちづくり活動提案事業の選考結果についてということで、

５つの案件につきまして、また担当のほうから説明をさせていただきま

す。 

次に、各課口頭報告事項といたしまして、職員の採用試験の結果と、

消防関係の年末年始の事業予定について、町有地の売り払いについてと
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いうことで、担当のほうから説明をさせていただきます。 

それと、１点、私のほうからちょっと説明をさせていただきますけど

も、斑鳩町の文化振興財団役員の異動についてでございますけども、１

０月の１０日付で理事９名のうち３名が辞任いたしましたので、それに

伴いまして、新たに、理事会を開催いたしまして、理事に、野口英治氏

と私という形で就任をさせていただきました。この中で、理事会におき

まして、野口英治氏を理事長に就任ということで、私が常務理事という

形で選任されましたので、ご報告させていただきます。 

またそれと、斑鳩町の観光協会におきましても、事務局長が退職いた

しましたことから、１１月２日付で西梶浩司氏を事務局長に就任いたし

ましたので、ご報告をさせていただきます。 

どうかよろしくお願いいたします。 

 

最初に、本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。 

会議録署名委員に、小村委員、木澤委員のお２人を指名いたします。

お２人には、よろしくお願いいたします。 

本日予定しております審査案件は、お手元に配付しておりますとおり

でございます。 

初めに、１．付託議案、（１）議案第３３号 斑鳩町犯罪被害者等支

援条例についてを議題といたします。 

この議案につきましては、各課報告事項（１）の斑鳩町犯罪被害者等

支援条例施行規則（案）についてと関連いたしますので、あわせて理事

者の説明を求めます。 仲村総務課長。 

 

おはようございます。 

それでは、付託議案の（１）議案第３３号 斑鳩町犯罪被害者等支援

条例について、ご説明を申しあげます。 

初めに、議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 
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本議案の内容につきましては、議案書の末尾の要旨をもって説明にか

えさせていただきますので、条例本文の朗読は省略させていただきます。

よろしくお願いをいたします。 

議案書の末尾、斑鳩町犯罪被害者等支援条例（要旨）をごらんいただ

きたいと思います。 

この条例は、犯罪被害者やその家族、遺族を含む犯罪被害者等が受け

た被害の早期回復及び軽減を図り、犯罪被害者等が安全で安心して暮ら

すことのできる地域社会の実現を図るため、犯罪被害者等基本法に基づ

き、本町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町及び

町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施

策の基本となる事項を定めるものでございます。 

初めに、奈良県内の地方公共団体におけます犯罪被害者等の支援に関

する条例の制定状況についてでございますが、平成２８年４月１日から

奈良県の犯罪被害者等支援条例が施行されましたことを受けて、奈良県

内の市町村では、同日の平成２８年４月１日から大和郡山市において、

また、平成２９年４月１日から、天理署の管内となります天理市、川西

町、三宅町、田原本町、山添村の合計２市３町１村で施行されている状

況でございます。 

こうした中、本町を含む西和署の管内となります平群町、三郷町、安

堵町、王寺町、河合町、上牧町の７町におきましても、犯罪被害者等の

支援を図るため、平成３０年４月１日からの施行を目指し担当者会議を

重ねる中で、本町と同様にこの１２月議会に議案が上程されている状況

でございます。 

続きまして、本条例の内容についてでございますが、初めに、第２条

におきましては用語の意義について、第３条におきましては基本理念に

ついて、第４条におきましては町の責務について定めております。 

次のページをごらんいただけますでしょうか。 

第５条におきましては、町民等の責務について定めております。 

次に、第６条におきましては、犯罪被害者等に対する相談及び情報の

提供等として、町は、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係

機関等との連絡調整を行うものとする旨を定めております。 
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次に、第７条におきましては、見舞金の支給等として、犯罪被害者の

方がお亡くなりになられた場合には遺族見舞金３０万円を、犯罪被害者

の方が重傷病を負われた場合には傷害見舞金１０万円を支給する旨を定

めております。なお、この見舞金に関する対象者、申請手続きその他必

要な事項につきましては、規則で定めることといたしております。 

次に、第８条におきましては、居住の安定として、犯罪等により従前

の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図る

ため、必要な施策を講ずる旨を定めております。 

次に、第９条では、広報及び啓発について定めております。 

なお、施行期日につきましては、平成３０年４月１日から施行するこ

とといたしております。 

以上、付託議案の（１）議案第３３号 斑鳩町犯罪被害者等支援条例

についてのご説明とさせていただきます。 

続きまして、関連がございますので、報告事項（１）斑鳩町犯罪被害

者等支援条例施行規則（案）について、ご説明をさせていただきます。 

本日お配りをさせていただいております、資料番号１、斑鳩町犯罪被

害者等支援条例施行規則（案）という表題の資料をごらんいただけます

でしょうか。 

本規則の内容につきましても、資料の末尾の要旨をもって説明させて

いただきたいと思います。 

こちらの資料の末尾、斑鳩町犯罪被害者等支援条例施行規則（案）（要

旨）という部分をごらんいただけますでしょうか。 

本規則につきましては、先ほどご説明をいたしました斑鳩町犯罪被害

者等支援条例の施行に関し必要な事項といたしまして、条例第７条の遺

族見舞金及び傷害見舞金の支給対象や支給手続き等について定めるもの

でございます。 

本規則の内容についてでありますが、初めに、第２条におきましては、

用語の意義を定めております。 

次に、第３条におきましては、遺族見舞金の支給対象として、遺族見

舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により死亡した犯罪被

害者の遺族のうち第１順位遺族となる者とする旨とし、その順位につい



 - 6 - 

 

 

 

       

 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

て定めております。 

次に、第４条におきましては、傷害見舞金の支給対象として、傷害見

舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により重傷病を負った

犯罪被害者であって、当該犯罪行為を受けた日から引き続き町内に住所

を有する者とする旨を定めております。 

次に、第５条におきましては、犯罪被害者等見舞金の支給の制限とし

て、町長は、犯罪被害者または第１順位遺族と加害者の間に親族関係が

あるときなどは、遺族見舞金及び傷害見舞金を支給しないことができる

旨を定めております。 

次のページをごらんいただけますでしょうか。 

第６条におきましては、遺族見舞金の額の調整として、傷害見舞金の

支給を受けた者が死亡した場合における遺族見舞金の支給につきまして

は、既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする旨を定めておりま

す。 

次に、第９条におきましては、犯罪被害者等見舞金の支給申請の期限

として、犯罪行為による死亡または重症病の発生を知った日から２年を

経過したときまたは犯罪行為により死亡または重症病が発生した日から

７年を経過したときは申請をすることができない旨を定めております。 

次に、第１２条におきましては、犯罪被害者等見舞金の支給決定の取

り消し等として、偽りその他不正の手段により見舞金の給付を受けたと

きは、その金額の返還を求めることができる旨を定めております。 

なお、施行期日等についてでありますが、施行期日につきましては、

条例の施行に合わせ、平成３０年４月１日から施行することとし、適用

区分につきましては、規則の施行の日以後となります平成３０年４月１

日以後に行われた犯罪行為による死亡または重症病について適用するこ

とといたしております。 

以上で、報告事項の（１）斑鳩町犯罪被害者等支援条例施行規則（案）

につきましてのご説明させていただきます。よろしくご審議を賜り、何

とぞ原案どおりご可決賜りますよう、よろしくお願いを申しあげます。

以上でございます。 
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説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 木澤委員。 

 

見せていただいて、悪いものではないのかなというふうに思っている

んですけども、ちょっと私も勉強不足で、この間ですね、国のほうの法

整備の経緯なんかがちょっとよくわからないので、どういう。趣旨は、

これ、犯罪被害者を支援するということなんでしょうけども、ちょっと

国の法制定に係る経緯なんかもかいつまんで説明していただけるとあり

がたいんですけど。 

 

まず、趣旨についてでありますが、犯罪被害に遭われた方やその家族

あるいはご遺族が再び平穏な生活を取り戻すためには、犯罪被害者等が

置かれた状況を住民１人ひとりが正しく理解し、社会全体で支えること

が重要であるという認識の中で、平成１６年１２月に、そうした犯罪被

害者等の権利利益の保護を図ることを目的に、国の犯罪被害者等基本法

が制定されたということでございます。 

この法の制定に基づきまして、国や地方公共団体、警察、関係機関な

どが連携、協力して犯罪被害者等支援に関するさまざまな取り組みが進

められてきたということで、この法律に基づいて、県におきましても条

例が制定されたということで、今、こちら斑鳩町においても、この法の

趣旨を受けて、この取り組みを進めるために条例制定を、今、上程させ

ていただいているという状況でございます。以上です。 

 

この中でですね、見舞金を支給していくというふうにあるんですけど

も、これ、国の法律とか、あと、県のほうでも２８年度から条例が制定

されたということですけども、その中でもこうした見舞金についてはう

たっておられるんですかね。 

 

見舞金につきましては、こちらの町の条例で制定している制度でござ

いまして、一方、国におきましては、同じような、この殺人など故意の

犯罪行為により不慮の死をとげた犯罪被害者の遺族または重傷病、こう

いった重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助と
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いう精神に基づいて、国が犯罪被害者等給付金というのを支給するとい

う制度がありまして、そちらのほうで経済的な支援をするという制度が

ございます。 

この給付制度と見舞金制度の違いというところでありますが、国の犯

罪被害者等給付金につきましては、一例を挙げますと、遺族給付金の額、

こちらについては、３２０万円から２，９６４万５，０００円というこ

とで、こちらについては犯罪被害者の年齢や収入額、また生計維持関係

遺族の有無などによって定まるということで、かなり大きな額にはなっ

ておりますが、こういった、事件があってから裁定がおりるまでかなり

時間がかかるという点がございます。 

こうしたことから、見舞金制度につきましては、被害者または遺族に

対するいたわりの意を示すとともに、入院費用であったり、葬儀の費用

であったり、まず当座の費用の、必要費用の助けという点で支給をさせ

ていただくという点で異なっているということでございます。 

 

どういう方が対象になるのかっていうのは、細かいところで言うと、

施行規則のほうでうたっておられるんですけども、具体的に、過去、こ

れの対象になるような事件っていうのがあったのかどうかというのと、

どれぐらいの、これ、条例つくってですね、あまりあったらよくないケ

ースなんですけども、を想定されているのか、その辺のところもお聞き

したいんです。 

 

先ほどの見舞金と同じ給付要件になってございます国の犯罪被害者給

付につきましては、過去５年間で、今、西和署管内で問い合わせたとこ

ろ、支給実績はないというところであります。また、見舞金を先行的に

施行されております大和郡山市であったり、天理署管内の市町村、こち

らについてもないという状況であります。 

また、ちょっと町内のほうでことし１０月に町内の方が事件に遭われ

たという例がございますが、この例につきましては、もし、今、条例が

施行されていたとなれば、対象になる可能性はあると考えておりますが、

この事件につきましては、今、条例の施行前ということになりますので、
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支給対象には、実際、ならないということにはなろうかと思っておりま

す。以上です。 

 

あと、これ、条例のほう、きょう、規則のほうはきょう見せてもらっ

たんですけど、条例のほう見る限りではですね、実際に犯罪に遭われた

本人さんについては、それは町内の方ということでわかるんですけども、

遺族の方なんかについては町内に限定されていないのかなというふうに

読んだんですけども、そこはどういうふうに考えるんでしょうかね。 

 

今、おっしゃっていただきましたとおり、条例施行規則のほうにおき

まして、犯罪被害者の方につきましては町内に住所を有したものという

定義がございますが、遺族の方につきましては第３条に規定しておりま

して、そこには住所要件というのはありませんので、そのとおりという

ことでございます。 

 

ほか、ございませんか。 木澤委員。 

 

すみません、もう１点、窓口設置するっていうふうに、これ、条例の

ほうで掲げておられるんですけども、具体的にはどういう形で考えてお

られるんですか。 

 

もしご相談がございました場合は、総務課を窓口とさせていただきま

して、各関係機関であったり相談機関のほうに、その内容をお聞きして、

適切なところの窓口をご紹介するという対応を考えているところでござ

います。 

 

これについては、条例制定して、被害に遭われた方については支援を

していくべきかなというふうに思いますので、これについては、内容に

ついては結構かと思います。 

また、周知の際にですね、今、窓口も総務課のほうで設置するとおっ

しゃっていただいたので、よく住民さんから、どこに行ったらいいのと
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委員長 

 

小村委員 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

いうことを聞かれるんです。だから、この条例の中身の周知とあわせて、

窓口ここにありますよというのもあわせて、わかりやすい形で周知して

いただきますように、お願いしておきます。 

 

ほか、ございませんか。 小林委員。 

 

今、ご説明いただきましたけど、国の制度が使い勝手が悪いからとい

うことで、兵庫県明石市の自治体がですね、先に取り組みをされまして、

それの評価されて、国のほうが後からこれを実施されるということなん

ですけれども、明石市のほうでですね、その実績っていうか、これ、該

当するのはどれぐらいあったかっていうのは、もし把握されていたら、

教えていただきたいんですけれども。 

 

すみません、ちょっと明石市の事例につきましては、承知していない

ところでございます。 

 

よろしいか。 小村委員。 

 

犯罪被害者等支援の施行規則のほうの第４条関係なんですけど、引き

続き町内に住所を有している者とするって書いてあるんですけども、こ

れはどういった場合を除くための文言なのかなっていうのをお聞きした

いと思います。 

 

まず、住所、犯罪被害者の方につきましては、町内に住所を置かれて

いる方という要件をまずは書いておりまして、その後も引き続き、基本

的には住所を有しているというのは申請対象としておりますが、例えば

この括弧の中で、町長が特別の理由があると認める者を含むという、書

いて、ここをただし書きのような形で規定する理由につきましては、精

神的な状況によってですね、町内に住み続けるとやはりそれを思い出し

てしまうというようなことで転居されるようなケースもあると思います。

そういう場合につきましては、やむを得なく考えるということで、仮に
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移転をされていてもこの対象とするということで規定しているものでご

ざいます。 

 

そうしたら、この文言は、逆に必要ないってことないですか。引き続

き町内に住所を有している者とする。今の説明やったら、これがなくて

もいいんじゃないのかなって思うんですけど。 

 

基本的には、申請の時点でも、実際に犯罪に遭われた時点、また申請

の時点でもずっと町内にいていただいている方が支給対象であるという

規定はあると。ただし、そういったやむにやまれない理由で町外に転出

された場合につきましては対象とするということが基本的な考え方でご

ざいます。 

 

よろしいか。ほか、ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。議案第３３号 斑鳩町犯罪被害者等支援条例につ

いては、当委員会として、原案どおり可決することにご異議ございませ

んか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。よって、議案第３３号については、当委員会と

して、満場一致で可決すべきものと決しました。 

次に、（２）議案第３５号 斑鳩町町税条例の一部を改正する条例に

ついてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 本庄税務課長。 

 

おはようございます。 
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よろしくお願いをいたします。 

それでは、議案第３５号 斑鳩町町税条例の一部を改正する条例につ

きまして、ご説明をいたします。 

初めに、議案書を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

  

それでは、本条例の内容について、ご説明をいたします。 

恐れ入りますが、議案書末尾の条例要旨をごらんいただけますでしょ

うか。 

条例本文、新旧対照表の朗読につきましては省略をさせていただきま

して、条例要旨をもって説明にかえさせていただきたいと思いますので、

ご了承いただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

今回の町税条例の一部改正につきましては、平成２９年度の地方税制

の改正を内容とする地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する

法律（平成２９年法律第２号）が平成２９年３月３１日に公布されたこ

と及び地方税法施行令の一部を改正する政令（平成２９年政令第２３９

号）が平成２９年９月１５日に公布されたことに伴いまして、所要の改

正を行うものであります。 

その改正内容でございます。 

（１）といたしまして、控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整

備として、個人町民税に係ります配偶者控除、配偶者特別控除の見直し

に伴い控除対象配偶者の定義が改められましたことから、関係する規定

中、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるものでございま

す。 

参考をごらんいただきたいと思います。平成２９年度の税制改正にお

きまして、配偶者控除、配偶者特別控除の見直しがなされまして、平成

３１年度分から、合計所得金額が１，０００万円を超える納税義務者に

つきましては、配偶者控除の適用がなくなるよう改正が行われたところ

でございます。この改正に伴いまして、地方税法における用語の意義に

ついて、改正後では、これまでの「控除対象配偶者」を「同一生計配偶
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者」に、また、この当該同一生計配偶者のうち、配偶者控除の適用があ

る合計所得金額が１，０００万円以下である納税義務者の配偶者を「控

除対象配偶者」とされたところでございます。このことから、扶養親族

等の人数によりまして計算をいたします均等割の非課税限度額及び所得

割の非課税限度額につきまして、これまでと同様の計算方法の取り扱い

とするよう、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」にそれぞれ条文

を改めるものでございます。 

次に、施行期日等でございます。本改正条例につきましては、平成３

１年１月１日から施行し、平成３１年度以降の年度分の個人の町民税に

ついて適用をしてまいります。 

以上、議案第３５号 斑鳩町町税条例の一部を改正する条例について

のご説明とさせていただきます。委員皆さま方には、何とぞ温かいご審

議を賜りまして、原案どおり可決いただきますよう、よろしくお願い申

しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 木澤委員。 

 

これについては、ことしの３月議会でも、資料も出していただいて、

一定、説明は受けたんです。改めて、その影響する金額等についてです

ね、確認させていただきたいと思うんです。 

 

今回の、平成２９年度の税制改正におきましては、配偶者控除、配偶

者特別控除の見直しというところで、２つ改正がございました。まず、

配偶者控除あるいは配偶者特別控除の低減あるいは消失の影響額という

ことで、こちらのほうにつきましては３２０万円の増収、配偶者特別控

除が拡充されましたことによる減収額としてマイナス５６０万円という

ことで、差し引き２４０万円の減収ということで、２９年度の課税ベー

スで見込んでおるところでございます。なお、補足の説明となりますけ

れども、この減収分につきましては、全額国費で補填されるということ

となっているところでございます。 
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今回の税制改正については、配偶者控除が廃止されると。影響額につ

ついては、減収分がふえるっていうことは、住民さんの負担が軽くなる

人のほうが多いということになるのかなとは思うんですけども、今回、

条例改正の中身ですね、が、国の法改正が丸々そのままきているわけで

はないということで、冒頭で課長のほうからも説明していただいたんで

すけども、きちっと説明、専門用語で説明していただくとそういう形に

なるのかもしれませんけど、ちょっとやっぱりわかりづらいなと思いま

したので、確認したいんです。非課税対象の範囲が今までの、今までと

いうか、法改正のそのまま適用すると対象が狭められてしまうっていう

ことになるんですね。それを今までどおり適用するっていう改正だとい

うことで確認したいんですけど、よろしいですかね。 

 

今、委員さんおっしゃっていただきましたように、所得３８万円以下

の配偶者を有する方の非課税の計算におきましては、その方の人数をカ

ウントする形で非課税限度額の計算をすると。今回の条例改正を行いま

せんでしたならば、所得が１，０００万以上の方に関しては、その所得

が３８万円以上の配偶者の方の人数をカウントせずに計算をするという

ことになりますので、今までと同様に取り扱いをするように、今回、文

言の整理をさせていただくという改正をさせていただくことでございま

す。 

 

ちょっとわかれば教えてほしいんですけど、じゃあ、そのまま改正せ

ずにいくと何人の方が対象になってしまうか、わかりますかね。 

 

こちら、非課税限度額の計算のところでございますけれども、今回、

これまでと同様の取り扱いとなるように改正をするところでございます

けれども、実際には所得１，０００万を超える方で住民税が非課税とい

う方には実情おられませんので、特段この改正がないからといって、言

い方悪いですけれども、現時点では影響はないというところにはなって

まいります。 
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影響はないということですけども、法改正によってやっぱり不利益を

受けるという住民さんが出てきてはいけないという考え方のもとでの条

例改正だというふうに思いますので、その点は評価をさせていただきた

いというふうに思います。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案については、当委員会として、原案どおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。よって、議案第３５号については、当委員会と

して、満場一致で可決すべきものと決しました。 

次に、（３）議案第３８号 平成２９年度斑鳩町一般会計補正予算（第

５号）についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 福居財政課長。 

 

それでは、議案第３８号 平成２９年度斑鳩町一般会計補正予算（第

５号）につきまして、ご説明申しあげます。 

まず、議案書を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

それでは、本補正予算の内容につきまして、ご説明申しあげます。 

まず、歳入からご説明いたしますので、補正予算書の７ページをお開

きいただけますでしょうか。 

初めに、第１２款 分担金及び負担金、第２項 負担金では、第１目 
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民生費負担金の第１節 児童福祉費負担金で、私立保育所の入所児童数

が当初見積もりを上回ることから、３２８万３，０００円の増額をお願

いするものであります。 

次に、第１４款 国庫支出金、第１項 国庫負担金では、第１目 民

生費国庫負担金の第１節 児童福祉費負担金で、負担金と同様の理由及

び認定こども園の入園児童数が当初見積もりを上回ることから５２８万

２，０００円の増額、第２節 障害福祉費負担金で、障害者介護給付・

訓練等給付費及び更生医療費給付費が当初見積もりを上回ることから、

合わせて１，６０４万２，０００円の増額をお願いするものであります。 

次に、第２項 国庫補助金では、第１目 総務費国庫補助金の第１節 

総務費補助金で、社会保障・税番号制度における特定個人情報の照会及

び提供に係る国と地方の情報ネットワークシステムの仕様変更に伴い町

の各システム改修が必要となることから、補助金２０１万６，０００円

の増額をお願いするものであります。 

第２目 民生費国庫補助金では、第２節 障害福祉費補助金で、障害

者移動支援事業費が当初見積もりを上回ることから、１０３万６，００

０円の増額をお願いするものであります。 

８ページをお開きいただけますでしょうか。 

第１５款 県支出金、第１項 県負担金では、第２目 民生費県負担

金で、国庫負担金と同様の理由により、第２節 児童福祉費負担金２６

４万１，０００円、第３節 障害福祉費負担金８０２万円の増額をお願

いするものであります。 

次に、第２項 県補助金では、第２目 民生費県補助金の第２節 児

童福祉費補助金で、子ども医療費助成に係る県補助対象分の決算見込み

により２５０万円の増額、また、国庫負担金で申しあげました認定こど

も園の入園児童数が当初見積もりを上回ることから、施設型給付費等補

助金１４万３，０００円の増額、第３節 障害福祉費補助金で、精神障

害者医療費助成に係る県補助対象分の決算見込みにより９０万円の増額、

地域生活支援事業費補助金で、国庫補助金と同様の理由により５１万８，

０００円の増額、第４節 老人福祉費補助金で、重度心身障害老人等医

療費助成に係る県補助対象分の決算見込みにより３０万円の増額をお願
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いするものであります。 

９ページにお移りいただきまして、第１６款 財産収入、第２項 財

産売払収入では、第１目 不動産売払収入で、龍田南６丁目地内の町有

地を購入希望者に売却したことから、７０２万７，０００円の増額をお

願いするものであります。 

次に、第１７款 寄附金、第１項 寄附金では、第１目 寄附金で、

ふるさと納税の申し込みが当初予算額の８００万円を上回る見込みであ

ることから、第１節 教育費寄附金１０４万円、第２節 福祉費寄附金

７４万円、第４節 都市計画費寄附金１６万円、第５節 総務費寄附金

５万円、第６節 農林水産業費寄附金１万円の合わせて２００万円の増

額をお願いするものであります。 

以上が、歳入にかかわる内容であります。 

１０ページをお開きいただけますでしょうか。 

続きまして、歳出予算の補正についてであります。本補正予算では、

本年４月に実施した人事異動等による人件費の補正をそれぞれの費目に

おいて計上させていただいております。 

主な歳出の内容につきまして、ご説明いたします。 

初めに、第１款 議会費では、人件費の補正をお願いしております。 

次に、第２款 総務費、第１項 総務管理費では、１１ページにかけ

ての第１目 一般管理費で、人件費の補正をお願いしております。 

第３目 財政管理費では、歳入で申しあげましたふるさと納税額の増

に伴う報償費７６万円の増額をお願いするものであります。 

第６目 企画費では、町制７０周年記念事業にいただいた総務費寄附

金５万円の財源振替をお願いしております。 

次に、１１ページから１３ページにかけての第２項 徴税費、第３項 

戸籍住民基本台帳費、第６項 監査委員費では、それぞれの目において

人件費の補正をお願いしております。 

次に、第３款 民生費、第１項 社会福祉費では、第１目 社会福祉

総務費で人件費の補正と、第２５節 積立金で、歳入で申しあげました

福祉費寄附金のうち、福祉基金への積み立てを希望される寄附金の積立

金２２万８，０００円の増額と、第２８節 繰出金で、歳入で申しあげ
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ました社会保障・税番号制度対応のためのシステム改修や人件費補正に

伴う国民健康保険事業特別会計への繰出金１３１万円の増額をお願いす

るものであります。 

１４ページにかけての第２目 国民年金事務取扱費では、人件費の補

正と、第１３節 委託料で、同様に社会保障・税番号制度対応のための

システム改修費用として３３万５，０００円の増額をお願いするもので

あります。 

第５目 医療対策費では、各種福祉医療費助成が当初見積もりを上回

ることから、第２０節 扶助費で合わせて１，４０３万円の増額をお願

いするものであります。 

第７目 障害福祉費では、第１３節 委託料で、歳入で申しあげまし

た障害者移動支援事業費が当初見積もりを上回ることから３２３万８，

０００円の増額、社会保障・税番号制度対応のためのシステム改修費用

として４９万７，０００円の増額、第２０節 扶助費で、更生医療費給

付費、障害者介護給付・訓練等給付費が当初見積もりを上回ることから、

合わせて３，２０８万４，０００円の増額をお願いするものであります。 

第８目 ふれあい交流センターいきいきの里管理運営事業費では、第

１１節 需用費で、給湯管の破損等により光熱水費及び修繕料が当初見

積もりを上回ることから、合わせて１７２万９，０００円の増額をお願

いするものであります。 

第９目 介護保険事業繰出費では、第２８節 繰出金で、社会保障・

税番号制度対応のためのシステム改修等や人件費補正に伴う介護保険事

業特別会計への繰出金３８２万８，０００円の減額をお願いするもので

あります。 

第１０目 総合保健福祉会館管理運営費では、第１１節 需用費で、

生き生きプラザ斑鳩の利用者が増加したことなどにより、光熱水費３６

万５，０００円の増額をお願いするものであります。 

１５ページにお移りいただきまして、第２項 児童福祉費では、第１

目 児童福祉総務費で、人件費の補正と、次世代育成の充実にいただい

た福祉費寄附金の財源振替をお願いしております。 

第２目 保育園費では、人件費の補正をお願いしております。 
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第３目 児童保育費では、第１３節 委託料で、私立保育所等の入所

児童数が当初見積もりを上回ることから、公立保育所で１４６万６，０

００円、私立保育所で２，７１９万２，０００円、認定こども園で１１

１万円の増額をお願いするものであります。 

第４目 学童保育運営費では、第４節 共済費で、学童保育臨時職員

の雇用において厚生年金保険等の適用対象が拡大されたことから、社会

保険料９０万９，０００円の増額をお願いするものであります。 

１６ページをお開きいただけますでしょうか。 

第４款 衛生費、第１項 保健衛生費では、第１目 保健衛生総務費

で、人件費の補正をお願いしております。 

第４目 健康増進事業費では、健康づくりの推進にいただいた福祉費

寄附金７万円の財源振替をお願いしております。 

１７ページにお移りいただきまして、第２項 清掃費では、それぞれ

の目において、人件費の補正をお願いしております。 

１８ページをお開きいただけますでしょうか。 

第５款 農林水産業費、第１項 農業費では、第２目 農業総務費で、

人件費の補正をお願いしております。 

第８目 遊休農地解消総合対策事業費では、農業振興にいただいた農

林水産業費寄附金１万円の財源振替をお願いしております。 

次に、第６款 商工費、第１項 商工費では、第１目 商工総務費で、

人件費の補正をお願いしております。 

１９ページにお移りいただきまして、第７款 土木費、第１項 土木

管理費では、第１目 土木総務費で、人件費の補正をお願いしておりま

す。 

次に、第２項 道路橋りょう費では、第２目 道路新設改良費で、神

南３丁目地内の道路改良事業において土地所有者との用地交渉がまとま

ったことから、その取得費用として、第１３節 委託料で２１０万円、

第１７節 公有財産購入費で２８０万８，０００円の増額をお願いする

ものであります。 

２０ページをお開きいただけますでしょうか。 

第４項 都市計画費では、第１目 都市計画総務費で、人件費の補正
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をお願いしております。 

第２目 公共下水道費では、第２８節 繰出金で、公共下水道事業特

別会計における人件費の予算補正と、本特別会計において下水道使用料

の増額が見込まれることなどにより、合わせて５４０万５，０００円の

減額をお願いするものであります。 

第７目 景観保全対策事業費では、自然環境の保全と活用等にいただ

いた都市計画費寄附金１６万円の財源振替をお願いしております。 

次に、第５項 住宅費、第１目 住宅管理費では、第１１節 需用費

で、町営住宅追手団地において新たに２件の退去があり、その内装修繕

を実施することから１５１万２，０００円の増額をお願いするものであ

ります。 

２１ページにお移りいただきまして、第９款 教育費、第１項 教育

総務費では、第２目 事務局費で、人件費の補正をお願いしております。 

次に、第２項 小学校費、第１目 学校管理費では、人件費の補正を

お願いしております。 

第２目 教育振興費では、県費教員の配置状況等により常勤講師が増

員となったことから、第４節 共済費２０万４，０００円、第７節 賃

金１８８万１，０００円の増額、第２０節 扶助費では、準要保護世帯

の新入学児童学用品費を入学前に支給することができるように、１０１

万５，０００円の増額をお願いするものであります。 

２２ページをお開きいただけますでしょうか。 

第３項 中学校費、第２目 教育振興費では、第２０節 扶助費で、

小学校費と同様に、準要保護世帯の新入学生徒学用品費１４２万２，０

００円の増額をお願いするものであります。 

次に、第４項 幼稚園費では、第１目 幼稚園費で、人件費の補正を

お願いしております。 

２３ページにお移りいただきまして、第５項 社会教育費では、第１

目 社会教育総務費と第２目 公民館費において、人件費の補正をお願

いしております。 

第４目 文化財保存費では、人件費の補正と、第２５節 積立金で、

歳入で申しあげました教育費寄附金分として、斑鳩の里歴史文化遺産保
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存・活用基金への積立金１０４万円の増額をお願いするものであります。 

第５目 図書館管理運営費では、人件費の補正と、第４節 共済費で、

図書館臨時職員の雇用において厚生年金保険等の適用対象が拡大された

ことから、社会保険料２０万６，０００円の増額、第１１節 需用費で、

図書館開架閲覧室の空調機の修繕料として５５万２，０００円の増額を

お願いするものであります。 

第６目 文化財活用センター管理運営費では、人件費の補正をお願い

しております。 

２４ページをお開きいただけますでしょうか。 

第６項 保健体育費では、第１目 保健体育総務費で、人件費の補正

をお願いしております。 

第５目 すこやか斑鳩・スポーツセンター運営費では、第１１節 需

用費で、テニスコート人工芝全面の修繕料として、７１３万５，０００

円の増額をお願いするものであります。 

最後に、第１２款 予備費では、今回の予算補正に要する財源として、

３，００９万１，０００円の充当をお願いしております。 

それでは、１ページにお戻りいただけますでしょうか。 

予算総則を朗読させていただきます。 

 

（ 予算総則朗読 ） 

 

以上で、議案第３８号 平成２９年度斑鳩町一般会計補正予算（第５

号）につきましての説明とさせていただきます。ご理解を賜りまして、

原案どおりご可決いただきますよう、お願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けしたいと思いますが、さきに

開催されました建設水道常任委員会及び厚生常任委員会において、それ

ぞれの所管に関する内容につきましては説明がなされておりますことを

申し添えておきます。 

それでは、質疑をお受けいたします。 木澤委員。 
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委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

今回、小中学校の新入学生徒児童に対する入学準備品費ですね、を補

正で計上していただいて、来年度に向けて実施していくということで、

この点はこの間も要望させていただいてきて、議論もしてきた結果とい

うことで、評価をさせていただきたいなと思います。 

これ、レジメのほう見せていただきますと、報告事項の（４）のとこ

ろでこの説明があるということなんですけども、ちょっとその細かいと

ころも聞いていきたいなと思っているんですが、質問はどちらのほうで

させていただいたほうがいいのか。ここでも構わないのか。 

委員長、いかがでしょうか。 

 

そのときでよろしいな。 木澤委員。 

 

そうしましたら、この点については、こちらの補正予算のほうでは評

価をさせていただくということにとどめておきたいと思います。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

暫時休憩いたします。 

 

（ 午前９時４５分 休憩 ） 

（ 午前９時４５分 再開 ） 

 

再開いたします。 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案については、当委員会として、原案どおり可
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決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。よって、議案第３８号については、当委員会と

して、満場一致で可決すべきものと決しました。 

次に、２．継続審査、（１）斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調査、

整備保存に関することについてを議題といたします。 

理事者の報告を求めます。 中原生涯学習課長。 

 

おはようございます。 

それでは、２．継続審査、（１）斑鳩町における歴史的史跡等の発掘

調査、整備保存に関することについて、報告をさせていただきます。 

初めに、斑鳩町文化財活用センターの運営についてであります。 

まずは、１０月２８日から１１月２６日まで開催いたしました秋季特

別展「国宝藤ノ木古墳出土品里帰り展～藤ノ木古墳のお宝～」について

でございます。展示会の入館者につきましては、２，２８２名の方にご

観覧いただきました。昨年に比較し、１３６人の減、前年度比といたし

ましては９４．４％となっております。この原因といたしましては、開

催期間の１日目と２日目に予定しておりました史跡藤ノ木古墳の秋季石

室特別公開が、台風２２号の接近により、１日目は雨天となり、２日目

は石室公開を中止いたしましたことが大きく影響したものだと考えてお

ります。また、展示会の関連行事といたしまして、１１月１９日の日曜

日に中央公民館大ホールにて、大阪府立近つ飛鳥博物館長の白石太一郎

氏による「藤ノ木古墳の被葬者を考える」と題した記念講演会を開催し、

８０名の参加をいただいたところでございます。 

次に、斑鳩町文化財活用センター運営委員会についてでございます。

去る１１月１０日に開催いたしました斑鳩町文化財活用センター運営委

員会では、今年度の事業進捗状況や来年度の事業計画等について報告、

説明を行いますとともに、秋季特別展の視察を行っていただき、ご指導

やご助言を賜ったところでございます。 
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以上、斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調査、整備保存に関するこ

とについてのご報告であります。どうぞよろしくお願い申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

継続審査については、報告を受け、一定の審査を行ったということで

終わります。 

次に、３．各課報告事項を議題といたします。 

（１）につきましては、先ほど説明が終わっておりますので、（２）

創業支援センターの整備案について、理事者の報告を求めます。 

安藤まちづくり政策課長。 

 

おはようございます。 

それでは、（仮称）創業支援センターの整備案について、ご説明申し

あげます。 

（仮称）創業支援センターにつきましては、平成２８年９月の総務常

任委員会で地方創生推進交付金の活用について報告し、平成２８年度か

ら３か年計画で創業支援を進め、２分の１の補助を国から受けてまいる

ことを説明させていただいたところでございます。３か年計画の中で、

平成２９年度には創業支援センターの設計業務を行い、平成３０年度に

はテレビ電話会議システム等の環境を整えた創業支援センターの工事を

行う計画としておりました。 

この間、近隣市町村においてテレワークスペースなども開設される中、

斑鳩町らしい創業支援をできる場所について検討を進めておりましたと

ころ、今年８月に、社会福祉法人萌より協働のまちづくり・住民活動セ

ンターを通じまして、同法人が町内で運営する障害者自立施設でＷｉ－

Ｆｉやパソコンを設置した地域住民のためのコミュニティスペースを開
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設したいとの相談がございました。このことから、同法人に対しまして、

コミュニティスペースの役割とともに、女性や障害者など、だれもが気

軽に就業や創業について相談でき、テレワークもできる施設として活用

することを提案いたしましたところ、同施設を（仮称）創業支援センタ

ーとして整備を行うことで合意に至りました。 

それでは、資料２をごらんくださいませ。 

１．整備場所でございます。斑鳩町神南５丁目地内の社会福祉法人萌

が所有する施設でございます。２階と１階の半分はグループホームとし

て使用しておられますが、１階の半分を整備スペースすることとしてお

りまして、面積は４７．６平方メートルでございます。 

続きまして、２番、運営予定団体は、社会福祉法人萌で、県北西部・

中部地域に活動拠点を置き、精神障害者、その家族、地域住民のさまざ

まな思いを大切にしながら地域福祉活動に取り組む団体です。斑鳩町で

の事業展開といたしましては、就労継続Ｂ型事業所らそらは、斑鳩町商

工会に所属されており、竜田揚げプロジェクトに参加されておられます。

地域活動支援センターまーぶるは、斑鳩町が、精神障害者の地域活動支

援センター業務を委託している団体です。生活支援センターぽるとべる

は、斑鳩町が、精神障害者相談支援業務を委託している団体です。グル

ープホーム彩友館は、３室からなるグループホームで、同じ建物の１階

半分をコミュニティスペースとして活用される予定であったところを、

ただいま申しあげております斑鳩町の創業支援センター機能を併せ持つ

こととなったものでございます。 

続きまして、資料裏面をごらんくださいませ。 

３．創業支援センター兼コミュニティスペースの機能でございます。

まず１つめ、定期相談、こちら、創業支援相談の定期相談でございます

けれども、斑鳩町が斑鳩町商工会に委託する創業支援相談事業の相談員

が、月１回、このセンターで相談を行うものです。その他、随時訪れる

創業希望者の対応もこのセンターで行います。 

２．就業支援相談としては、随時訪れる就業希望者の対応をこのセン

ターで行うほか、斑鳩町が斑鳩町商工会に委託して実施する女性就業支

援セミナーをこのセンターで行う予定です。 
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３．テレワークです。テレワークとしては、パソコンやテレビ電話を

利用して自宅や会社以外の場所で仕事をしたい方が利用を希望された場

合、このセンターを利用できるよう、利用受付や運営、利用者対応を行

うものです。 

４．コミュニティスペースです。社会福祉法人萌が自主事業として行

うもので、弁当やコーヒーの販売、授産品や住民作品等の販売、地域の

子ども、お母さん、お年寄り、障害のある方が集うミニイベントの開催

を予定されています。 

続きまして、４．斑鳩町と社会福祉法人萌と、そして、斑鳩町商工会

の連携による効果についてでございます。まず、斑鳩町にとっては、子

育て世代、障害者などさまざまな立場の方の創業や就業を支援できます。

また、社会福祉の面でも、精神障害者の社会参加や交流、自立支援を促

すことにつながる効果が期待できます。斑鳩町商工会にとっても、斑鳩

町での創業を支援することにより、商工会の会員増強につながります。

また、就業支援を行うことにより、町内事業所に優秀な人材を確保する

ことができると考えられます。社会福祉法人萌にとっても、創業支援セ

ンターとコミュニティスペースを兼ねることで、広報、イベントの充実

など、相乗効果が期待できます。さらに、斑鳩町商工会とつながること

で、法人の授産品の販売促進につなげることができると考えられます。 

このようなことから、（仮称）創業支援センターを、資料末尾にござ

います整備図のように整備していきまして、平成３０年秋のオープンを

目指してまいりたいと考えております。 

以上、創業支援センターの整備案についてのご報告とさせていただき

ます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

小村委員。 

 

この創業支援センターの整備については、以前まで伺っている情報と

大分異なってきているのかなというところなんですけども、もともとは

駅前でされる、テレワークもやめるというような、天理市でもあまり、
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先進地事例を見るとあまりテレワークが使われていないという答弁で、

テレワークも考えていないという答弁だったと思うんですけど。僕の記

憶が間違っていたら、ご指摘ください。それがどのような変遷でこう変

わったのかっていうのを、ちょっと教えてください。 

 

私もちょっと議事録も確認させていただきまして、自分がどのように

言ったのかもちょっと確認したんですけれども、まず、駅前の件につき

ましてはですね、もともと駅前の交番の跡地を利用するということで、

最初に創業支援センターが予算要求にあがったときの予算審査のときに

そのような状況を伝えさせていただいたところであったと思うんですけ

れども、その後ですね、そこを候補地としますが、もっとよいところが

あれば検討していくというような答弁させていただいておったかと思い

ます。 

テレワークについてもですね、近隣の市町村の状況を見る中で、検討

してまいりたいということでお話はさせていただいておりました。確か

にそのテレワークの件につきましても、近隣市町村での状況、かなり厳

しい状況は変わりございません。最近も担当者の方に聞いてみましたけ

れども、やはりなかなか満員にならないし、人を集めるために違う事業

をして、人を寄せるための事業を追加して行っているというようなお話

も聞いておりました。 

このようなことから、あともう１点なんですけども、同じこの、今、

説明申しあげておりました地方創生推進交付金の活用につきまして、事

業の中で、創業支援の中でですね、創業支援相談というものをことし２

月から商工会さんで行っているんですけれども、そちらにつきましても

ですね、かなり銀行さんを通じましてその相談を募っているところでは

ございますけれども、思ったほどの相談実績がございません。銀行さん

も包括提携を結んでいる関係でいろいろアドバイスいただいたところに

よりますと、やはり銀行さんは銀行さんで、創業の相談を受けると、そ

れを自分のところの営業成績に回す必要があるので、よそさんの相談に

は回しにくいと。自分のところでおさめて、そして自分のところでお金

を貸すような形でやはり持っていきがちであるというお話も聞いており
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ますので、なかなか思うようにですね、創業支援相談というものも入っ

てこないという状況を聞いておりまして、そういった中で、単独の施設

で創業支援センターなり、またテレワークをするということになります

と、かなりの、何て言いますか、思うほど人が来ていただけないという

状況が予想されます。もちろん努力はさせていただこうとは思いますけ

れども、近隣の市町村さんの状況も聞いておりますと、努力してもなか

なか来てもらえないので、またほかの事業をやっていく必要があるとい

うことも聞いておりましたところ、いいところはないかなと考えており

ましたところ、ちょうど萌さんほうからですね、住民活動センターのほ

うにＷｉ－Ｆｉを設置してコミュニティスペースをしたいというお話を

いただきましたので、それであれば、斑鳩町は他市町村さんと違った形

でですね、ごく、本当に近い市町村でもテレワークをされておりますの

で、斑鳩町では違った形で、女性でありますとか、障害者の方でありま

すとか、なかなか創業でありますとか、就業でありますとかっていうこ

とがですね、難しい方にとって、身近に相談できるスペースであったり、

身近にテレワークを一度やってみようというスペースであったり、そこ

に障害者の支援団体の方がついていただいて支援できるような形であれ

ば、斑鳩町にとっても、創業にとっても就業にとってもいいと思います

し、また、福祉にとっても有用でないかと考えましてですね、今のよう

な案で社会福祉法人萌さんと相談を重ねましてですね、合意に至ったと

ころでございますので、今までちょっと言っておりました法隆寺の駅前

の交番での計画とは随分違っておりますことをご理解くださいますよう

お願い申しあげます。以上でございます。 

 

この萌さんと連携すると有効に活用ができる、テレワークスペースも

ある程度うまるという形で確認させてもらっていいですか。 

 

テレワークスペースにつきましてもですね、それがですね、本来、普

通のテレワークスペースであったら、一般の住民さんに斑鳩町でテレワ

ークやっていますので来てくださいという形になると思うんですけれど

も、やはり萌さんという、そういう斑鳩町の中でひとつの大きな精神障
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害者の自立を目指す団体さんが使っていただくことによって、精神障害

のある方にも、本当に身近にこういうスペースがあって、人と対面して

仕事をするのは大変だけれども、でもテレビ電話でなら仕事ができると

か、あと、パソコンでなら仕事ができるという方にとってですね、それ

が就業支援につながるのではないかと考えておりますので、有効に生き

るのでないか、また、もしそれができなくても、そういう支援をする場

所が本当にその身近にあることでですね、障害者の方を勇気づけること

ができるのではないかと考えております。以上です。 

 

よろしいですか。 木澤委員。 

 

すみません、ちょっとよくわからないんですけど、もともと萌さんの

ほうで障害者の方の就労相談をされていて、そこにさらに創業支援の相

談も一緒にするっていうような考え方でいいんでしょうか。 

 

ちょっと別個に考えていただきたいんですけど、最初に、資料２の整

備予定場所の図を見ていただきたいんですけれども、１つ目の左側の建

物が、もともと勝井整形外科やったところです。そこに就労継続Ｂ型事

業所といって、お弁当をつくったりする事業所があります。そして、そ

の同じ建物の中に、地域活動支援センターまーぶると生活支援センター

ぽるとべるがありまして、そこでですね、精神障害者の方のための相談

事業等を行っております。そのお隣にですね、昔、お好み焼きと美容院

があった建物なんですけれども、その建物を、今度、萌さんがですね、

グループホームとしまして買い取らはって、そして、その建物の１つの

場所を、この一角が、２つの建物で萌さんが精神障害者の方の自立のた

めのスペースとして確保しはったことによって、それを住民の方に開く

ことによってですね、住民の方ともつながりたいし、精神障害に対する

偏見とかがもしあったらその壁も取り除いていきたいということで、そ

のコミュニティスペースをしたいとおっしゃってこられたわけなんです。

その支援を町に何かしてもらえないかというご相談がありまして、そう

いったところ、斑鳩町のほうで、そうしたらここで創業支援相談や就業
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相談を一緒にするようなスペースにすれば、いろいろな方がここに集う

だろうと。その集う中でいろいろな壁が取り払われていくのではないか

ということが１つでございます。 

そして、もう１点はですね、こちらのほうの分で就業相談なり創業支

援相談をしていただくことによりまして、もともとここにはたくさんの

職員さんがいらっしゃいますので、インターホン１つでおりていってい

ただいて、随時の創業支援相談や就業相談をですね、こちらの萌さんの

ほうで引き受けていただく。もちろん専門性はございませんので、そこ

で、斑鳩町商工会とつながって、お互い相談をしながらですね、対応し

ていただくという形をとっていきますので、萌さんにとってもですね、

今まであまり就労とか創業とかっていうノウハウがなかったところを、

斑鳩町商工会と結びつくことでいろいろなノウハウを得ていかはります

し、それを生かして地域に広げていくという形をとりたいと考えており

ます。 

ちょっと議員さんの質問にちゃんと答えられているかどうかわかりま

せんけど、以上でございます。 

 

木澤委員。 

 

場所としては、今、この整備されるスペースの中で精神障害者の方の

就労相談も受けるということですね。もともとはその隣の建物でやって

いたけども、今後整備して以降はそちらのほうでやっていくということ

になるんですね。 

 

そのとおりでございます。 

 

 

それは、事業としては、１枚目の裏面ですね、創業支援センター兼コ

ミュニティスペースの機能ということで、その中には精神障害者の方の

就労相談っていうのは入っていないんですけども、それは別事業として

もともとあるので、今回新しくつくる中には組み込まれないということ
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になるんですか。 

 

この創業支援相談も、就業支援相談も、全ての方を対象としておりま

す。ですから、その中に精神障害者の方も含まれるということでござい

ます。以上でございます。 

 

ちょっとややこしいこと聞くかもしれませんけど、そうすると、今ま

でやってこられた相談っていうのは、そっちのほう、廃止するっていう

ことになるのか、それか。どういうふうに理解、整理したらいいのかな

とちょっと思いまして。 

 

萌さんが福祉課から委託を受けてはるその自立相談の話とおっしゃっ

ているのかと思うんですけども、自立相談は、全てが就業とか創業とか

ではございませんので、もちろんそれはそのまま福祉課としては継続さ

れます。ただ、こちらのほうで、斑鳩町のほうでは、その創業支援相談

の部分であるとか就業支援相談の部分を萌さんに、コミュニティスペー

スを使って委託させていただきますので、それはどちらでやっていただ

いてもいいかと私どもは考えております。以上です。 

 

わかりました。そっちでもやるけども、より専門性の高いところのア

ドバイスも受けられるような形になるっていうことですね。 

 

そのとおりでございます。 

 

 

あと、すみません、私、前はよく通るんですけども、ちょっと立ち寄

ったことなくて、ここ、駐車場とかってあるんですかね。相談に来られ

る方、どういうふうに想定されているんでしょう。 

 

資料末尾の整備案という図を見ていただきたいんですけども、ちょう

ど上のほうに駐車スペースがございます。上というのも、ちょうど堤防
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と建物の間に駐車スペースが何台かございますので、駐車していただく

ことは可能かと思います。以上です。 

 

ほかにございませんか。 伴議長。 

 

これ、ちょっと見せてもらってね、整備案ですねんけど、この図面、

この黄色が町で施設改修、茶色って言いますか、この色で備品整備と、

こう書かれていますねんけど、私、ちょっとわかりませんのは、入り口

を左から右に移さんと、そして、あと、今の入り口を壁にしてはります

ねん。これ、なぜ、これ、今の入り口の前にスロープつけたり、駐車場

をずらしたりでけへんのかなと。ちょっとそのあたり、教えてもらえま

すか。 

 

今ね、私が図をつけている部分は、１ページの部分の黄色の部分です。

３枚目につけているこの部分は、１枚目につけているこの黄色の部分だ

けなんです。なんですけど、駐車場っていうのは、その隣のところとま

たがっているんです。もともと美容院とお好み焼き屋さんがあったんで

すけど、それがちょうどまたがっているような形になっておりましてで

すね、今の段階で入り口をそのままにしてスロープをつけますと、駐車

場が完全にスロープで分断される形になりまして、駐車スペースが尐な

くなってしまうというのが１点でございます。そのために、反対側に入

り口をずらしまして、そしてスロープをつけたいというのが１点目でご

ざいまして、もう１点目が、もう既にですね、このような形でできあが

って、水色の部分はできあがっているんですけれども、構造上ですね、

こちらの入り口のほうは右のほうがよいというようなご意見を相談員の

先生らからいただきましてですね、どちらも兼ねまして、特に駐車場の

分断されると、それこそ駐車スペースが尐なくなってしまいますので、

こちらのほうに入り口を移動させていただきまして、なおかつスロープ

を新たにつけたいというふうに考えております。今現在は、もともとは

お好み焼き屋さんと美容院やったので、段差がありますので、入り口の

ところに。以上でございます。 
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私、ここの場所ようわかりますねんけどね、これ、今、説明で、もう

この工事はしてはりますのか、それとも。まず、それ聞きたいですねん。 

 

本日これを説明させていただきました後、できますならば、年明けに

設計の入札をさせていただきたいと思っています。それがちょっと急い

でいまして、なぜかと言いますと、これ、補助金をいただいていまして、

本年度には設計業務をするということで補助金を受ける予定となってお

りますので、そのあたりで来年早々にはさせていただきたいと考えてお

ります。以上です。 

 

よろしいか。 

暫時休憩いたします。 

 

（ 午前１０時１１分 休憩 ） 

（ 午前１０時１２分 再開 ） 

 

再開いたします。 

そのほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは次に、（３）まちあるき拠点整備について、理事者の報告を

求めます。 安藤まちづくり政策課長。 

 

それでは、まちあるき拠点整備について、ご報告させていただきます。 

ことし６月１４日の総務常任委員会で、まちあるき拠点用地の購入に

ついてご報告させていただきました。この土地については、今後、まち

あるき拠点として宿泊施設等の誘致を進めてまいりたいとご説明させて

いただいておりましたが、検討の結果、隣接する法隆寺観光自動車駐車

場の土地とあわせまして、まちあるき拠点として、（仮称）マルシェ・
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ホテル・駐車場複合施設を民間誘致により整備してまいりたいと考えて

おり、その概要案がまとまりましたことから、当委員会にご報告させて

いただきます。 

それでは、資料をごらんくださいませ。 

１．整備予定場所は、法隆寺観光自動車駐車場敷地のうち、舟塚古墳

と法隆寺ｉセンター敷地を除く約３，６８５平米と、６月に購入しまし

たまちあるき拠点用地１，３６５．６６平方メートル、合わせて約５，

０７０平方メートルです。なお、法隆寺観光自動車駐車場は、まちある

き拠点整備完了と同時に廃止する予定としております。 

２．整備の形態です。①まちあるき拠点として、（仮称）マルシェ・

ホテル・駐車場複合施設を民間誘致により整備することとし、公募プロ

ポーザル方式により事業者を選定します。②上記整備予定地を町が選定

事業者に賃貸し、選定事業者が施設の整備、運営、管理を行うとしてお

ります。 

３番目です。主なプロポーザルの条件案です。マルシェ機能としては、

道の駅的なマルシェを整備、運営し、斑鳩町の物産、例えば農作物、食

品、グッズ等を販売及びＰＲを行うこととします。 

宿泊施設機能としては、敷地内に宿泊施設を設けることとします。な

お、まちあるき拠点用地購入の原資となった企業版ふるさと納税受け入

れに関し、対象事業を宿泊施設等の誘致のための用地購入費に充てるこ

とで既に国に申請し、認定されておりますことから、宿泊施設を入れる

ことは必須条件となりますので、ご理解賜りますようお願い申しあげま

す。 

駐車場機能としては、近隣の交通渋滞を抑制するため、有料駐車場、

バスや乗用車等に対応したものを整備、運営することとします。なお、

プロポーザルに示す駐車台数の目安は、現在の法隆寺観光自動車駐車場

の利用実績から積算して示す予定としております。 

その他の機能として、カフェやレンタサイクルなど斑鳩町の観光振興

に役立つ機能も提案できることを加える予定としております。 

裏面に移りまして、イメージ案でございます。プロポーザルに際して

の町が民間企業に期待するイメージ案、例えば照明、植栽、案内表示な
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どのパーツデザイン案を大阪芸術大学デザイン学科とともに作成し、提

示してまいりたいと考えております。 

４．整備スケジュール案としては、平成３０年１月から３月に、既に

まちあるき拠点整備に関し事業者誘致事業の発注支援業務を委託してい

る株式会社長大とともにプロポーザルの案を作成をしていくと同時に、

大阪芸術大学デザイン学科の学生とイメージ案を作成してまいります。

平成３０年４月から６月ごろにプロポーザル選考委員会の設置など準備

を行い、平成３０年７月ごろにプロポーザルを実施していき、できます

ならば２０２０年春ごろまでに開業できればと考えております。 

５番、配置案でございます。建設地は、事業者が最も効果的な位置を

選ぶことができます。配置案は１棟だけですが、事業者が効果的と考え

れば複数の建物を配置することも可能です。プロポーザルの主な条件と

しては、１つめ、車の駐車台数の確保、２つ目、トイレの整備、３番目、

タクシー乗降所の確保などを記載してまいります。また、入り口は松並

木側とし、マルシェやホテル利用者の車が生活道路に進入しないように

してまいります。なお、舟塚古墳と法隆寺ｉセンターの建物・敷地は賃

貸する土地から除きます。 

下段に観光自動車駐車場と一体整備することによるメリットを記載し

ておりますので、ごらんください。町の負担が不要になります。例えば

駐車場の運営に係る人件費やトイレの洋式化に係る費用が不要になると

いうことです。次に、駐車場もマルシェアンドホテルの一部となり、イ

メージアップが経営の一環として図られます。夜間は、ホテルの宿泊者

用駐車場として活用できます。また、国道２５号に面しており、観光客

や通行車両等からマルシェアンドホテルのあることがよくわかります。

最終的に、現在の駐車場収益は、土地賃貸料でおおむね回収することが

できると考えております 

このようなことから、まちあるき拠点整備については、旧農協倉庫跡

地だけでなく、法隆寺観光自動車駐車場もあわせた整備を進めることで、

聖徳太子１４００年御遠忌に向けまして、斑鳩の里のイメージを一新す

るようなプロジェクトとして進めてまいりたいと考えておりますので、

ご理解賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。以上でございます。 
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報告が終わりました。 

ここで、１０時３５分まで休憩いたします。 

 

（ 午前１０時１９分 休憩 ） 

（ 午前１０時３５分 再開 ） 

 

それでは、再開いたします。 

各課報告事項（３）まちあるき拠点整備について、報告をいただきま

した。それに対する質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

木澤委員。 

 

今まで報告いただいていた中身と大きくがらっと変わったなというふ

うに思うんですけど、今までのやつも具体的な構想っていうのは示して

いただいていなかったんですけども、私、理解していたのは、農協の倉

庫跡地の土地を購入してそこに宿泊施設を誘致するということで、町営

駐車場にはかからないのかなと思っていたんですけど、もともとのその

説明は、それで合うていたんでしょうかね。もともとそういうふうでは

なかったんでしょうか。 

 

もともとのご説明のときには、まだそのような構想がないときにしか

説明をさせていただいておりませんので、農協跡地をですね、購入して、

それを宿泊施設に充てたいというところまでしか事務局自体の構想もご

ざいませんでした。以上でございます。 

 

それがこういうふうに町営駐車場にも、大きくというか、ほぼ全面的

に含めてですね、プロポーザルをかけていくということで、だから、町

営駐車場のほうにも大きく影響が出てくることになりますね。 

先ほど課長の説明の中では、これまで駐車されていた分の料金収入に

ついては賃貸料で取れるということですけども、駐車場自体の運営って

いうのはどういうふうになっていくんでしょうね。 
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木澤委員 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

先ほども説明の中で申しあげましたとおり、このまちあるき拠点の整

備完了と同時に、法隆寺観光自動車駐車場は廃止とさせていただく予定

でございます。その後はですね、このマルシェアンドホテルアンド駐車

場の複合施設を運営される事業主さんがですね、駐車場を有料として経

営していただく予定でございます。以上です。 

 

その際に、ここにも書いてくれてはったんかな、今まで、さっき課長

の報告の中で、今まで駐車場として利用されていた台数についてはそう

いうとめ方できるようにしていくというふうに、たしか説明してくれて

はったと思うんですけども、それがだからどれぐらいの駐車場としての

台数確保を町としては考えておられるのか。 

 

 まだまだ検討中でございますけれども、今、事務局で目安としており

ますのが、バス２５台、乗用車５０台程度というふうに考えております。 

 

それは同時にとめてっていうことですか。１日に 

 

同時にバス２５台、乗用車５０台がとめられるような駐車場を確保さ

れたいということでございます。以上です。 

 

ごめんなさい、今の駐車場のスペースだと、同時にどれぐらいとめら

れるんですか。それがちょっとどう変わるのかっていうのがイメージつ

かないんですけど。 

 

暫時休憩いたします。 

 

（ 午前１０時３８分 休憩 ） 

（ 午前１０時３９分 再開 ） 

 

再開いたします。 
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安藤まちづくり政策課長。 

 

すみません、回答がおくれまして。バス２５台、乗用車１００台程度

が、現在、収容可能でございます。以上です。 

 

そうすると、それも含めてこちらの民間のほうに委託していくとなる

と、当然、今、駐車場の管理についてはシルバーさんに委託されていま

すけど。 

 

（「観光協会」と呼ぶ者あり） 

 

ごめんなさい、観光協会ということですけども、それはもう観光協会

への、今、指定管理していますけど、それはもうなくすということ、当

然そうなりますね。 

 

観光自動車駐車場のですね、三井も含めてですけれども、管理委託が

ですね、ちょうど平成３０年度末で終了となります。３年の管理委託な

ので。ですから、それまでは観光協会に駐車場の管理をお願いいたしま

すけれども、それ以後につきましては、恐らく三井のみになるのではな

いかと考えております。以上です。 

 

あと、この宿泊施設なんですけども、来られる業者さんとの相談もあ

るでしょうけど、大体どんな規模で考えてはるんですか。 

 

これにつきましてはですね、本当に事業者さんの考え方次第だと思い

ます。私ども事務局案としましてはですね、例えば女性専用のカプセル

ホテルでありますとか、長期滞在できるような自炊できるホテルであり

ますとか、今、周辺にないような機能を持てば、いろいろな方が来てい

ただいてまちあるきも広がるのではないかというふうには考えてはおり

ますけれども、それは私どもの考えることではなくて、むしろ、例えば

ですね、マルシェの上に１棟スイートでつくって、１室だけにするのが
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長 

 

 

 

儲かるという事業者さんがいらっしゃいましたら、それを提案していた

だくというのがプロポーザルのやり方であろうと思いますので、それに

ついてはこだわらないということでございます。以上です。 

 

ここ、風致やったと思うんですけど、高さの規制とかっていうのはど

うなっていましたっけ。 

 

こちら、２階建てまでしか建てられない地域でございます。以上です。 

 

 

どれぐらいの客室をつくるかとか、それも今後やと思うんですけど、

先ほどおっしゃっていただいたバス２５台と車５０台の駐車スペースを

確保するっていうのは、当然、そのホテルを利用されるお客さんの分も

その中に入るっていうことになるんですかね。 

 

おっしゃるとおりでございまして、こちら、バス２５台と車５０台を

想定しておりますけれども、それはマルシェの利用の方もいらっしゃれ

ば、法隆寺に観光にいく方もいらっしゃいます。そして、夜になったら、

それがちょうど宿泊施設用になるということになるわけでございます。

以上です。 

 

あと、このタクシーの乗降場の確保というのも書いていますけども、

これは、ちょっと今までの状況がわからないんですけど、今までの状況

と、新しく考えてはる構想と、ちょっと教えてほしいんですけど。 

 

今ですね、タクシー乗り場というものを法隆寺のｉセンターの近くに

設けておりますので、そちらにつきましても、法隆寺ｉセンターの敷地

内になりますので、それは残るかなというふうな感じはするんです。た

だ、これはちょっとまだ置いておきたいとは思っていますけども、ただ、

今言っています乗降所といいますのは、例えばホテルの方が、宿泊客が

来はるときに、タクシーで送って来はるとしたら、ここ、有料自動車駐
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車場なので、そのタクシーにつきましてですね、お金を取られますと、

タクシーが中に入らずに松並木のところにとまってスーツケースをおろ

してもらうようなことがございましては宿泊客の方に利便性が悪いとい

うことでございますので、タクシーはただで中に入ってもらって宿泊客

のスーツケースをおろしてもらうような形をとっていただきたいという

ものでございます。以上です。 

 

そうすると、ホテルを利用される方に限ってっていうような形のタク

シーの乗降ということなんですか。 

 

それにつきましては、マルシェもございますので、マルシェに来られ

る、タクシーで来られる方もいらっしゃるかと思いますので、タクシー

については、迂回する分ですね、中に入ってお客さんを乗降する分につ

いては料金を取らないようにしてくださいよというようなプロポの条件

をつけたいと思っております。以上です。 

 

あと、ｉセンターを利用される方ですね、については、これまで料金

は取っておられなかったというふうに思うんですけども、そこはどうい

う考え方になるんでしょうか。 

 

ｉセンターの敷地内にですね、数台ちょっと車を置く場所がまだ残る

かと思いますので、それについてのすみ分けについては、ちょっと今後

考えていかなければいけないと思いますので、要検討課題であると考え

ております。以上です。 

 

そこの話との関連なのかもしれませんけど、観光ボランティアの方が

１台確保されて、駐車場スペース確保されておられたと思うんですけど

も、それもその中での話し合いになっていくんですかね。 

 

それもそちらに含まれます。今後、ｉセンター利用者、観光ボランテ

ィアの方含めた形で、どのような形で最終的に賃貸の場所を区切ってい
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くかということを決めていかなければいけないと思っておりますので、

面積につきましても、約３，６８５と書いておりますのは、そのあたり

の区切りもちゃんとつけていかなければいけないという意味合いでござ

います。以上です。 

 

今回、こういう形でされて、今後、プロポをかけていくっていうこと

ですけど、地元の方ですね、に対する説明とかっていうのは、どういう

形で考えてはるんでしょうか。 

 

本日このような形でですね、議会でこういう案がありますということ

で概要案をご説明させていただきました後に、また、予算案等もあると

思いますので、そちらが通りましてから、プロポーザルの大体の概要が

固まりました後にですね、地元の説明会は開くべきであると考えており

ます。以上です。 

 

ほかにございませんか。 伴議長。 

 

これ、図見せてもうて、私、ちょっと確認させていただきたいんです

ねんけど、たしかこの農協の倉庫の跡地は、ふるさとの納税の法人版で、

目的を決めて、そしてふるさと納税していただいたという経緯が聞いて

おりましてんけど、そのものだけで、私は、どちらかというとその土地

でホテルを、宿泊施設って言いますか、用に何か、たしか宿泊施設用に

そういうようなふるさと納税していただいたという、僕は印象を持って

いるんですけど、今回、これ、今まであった観光駐車場と絡んでこうい

うような運用のされ方をすると。これでもふるさとの法人版のその辺で

問題いうのは出てこないと。多分それ、出てこないから、これ、今こう

やって説明いただいている。それだけもう１度確認してください。非常

に気になりますので。 

 

先ほどもちょっと説明の中で申しあげたんですけれども、まず、この

土地をですね、買うときにですね、既にまちあるき拠点用地の購入の原



 - 42 - 

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

小村委員 

 

 

 

まちづく

り政策課

長 

 

 

 

 

 

 

 

小村委員 

 

 

まちづく

り政策課

長 

資となったその企業版ふるさと納税の受け入れに対しまして、対象利用

を宿泊施設等の誘致ということで、等がついているんですけれども、等

のための用地購入に充てることで既に国に申請して認定されております

ので、宿泊施設を入れることは必須条件になるということはご説明申し

あげました。２つの土地を合わせてどうするかということにつきまして

は恐らく国に説明が必要であるとは思いますけれども、それではいけな

いということはないと今のところ考えておりますが、もう１度、国に対

しても確認させていただきたいと思います。以上です。 

 

ほかにございませんか。 小村委員。 

 

現在の駐車場収益を教えていただきたいのと、これ、土地賃貸料でお

おむね回収することができるって書いてあるんですけれども、実際どれ

ぐらいの額なのかっていうのをまず教えてください。 

 

まず、現在は、２８年度決算額で２，１３３万５，８００円の駐車場

収益がございます。それでですね、あるんですけれども、その収益でさ

らに斑鳩町の観光協会に管理委託しておりまして、そこは人でもって管

理しておりますので、その人件費で約９００万のお金がかかっておりま

す。差し引きまして、１，２００万程度になります。 

今、町有地の使用条件の賃貸料を考えているんですけれども、約２０

年間で年額１，３００万円程度でどうかというふうに考えておりますの

で、それをもって確保できるのではないかということで考えているとこ

ろでございます。以上です。 

 

１，２００万って、１年間で１，２００万ですよね、駐車場収益が。

それを２０年間で１，３００万で土地を。 

 

すみません、ちょっと言い方が悪かったんですけれども、駐車場の収

益は差し引き１，２００万ぐらいありますが、今度土地を貸すときには、

その土地の貸す値段は、２０年の契約にしたら１，３００万ぐらい、年、
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もらえるのではないか、１年間でもらえるのではないかと考えておりま

す。だから、その期間によりましてお金を割り戻しますので、貸借期間

によりましてですね、今度、賃貸料が変わってくるんですけど、今、事

務局では、２０年やったら１，３００万程度違うかというふうに考えて

いますので、平成２９年度における相続評価格額を用いた賃貸料は、年

約１，３００万円となるということです。以上です。 

 

２０年間契約したら、２億６，０００万の収益というか、っていう形

ですね、掛ける２０ですから。 

 

おっしゃるとおりでございます。 

 

 

今、１，２００万利益あるところを、１，３００万で貸して、建物も

建てるんですよね、こっちで。 

 

いえいえ、土地は貸すだけで、斑鳩黎明保育園と同じで、貸すだけで、

建てたり整備したりするのは全部事業者でございます。 

 

よろしいか、ほか。 宮﨑委員。 

 

ちょっと、今、いろいろな質問聞かせてもうて、伴議長の話もちょっ

と聞いていたんですけど、このマルシェ、ホテルの、今、これ、絵はね、

農協旧地跡にかかっていますけど、自由に建てられるということで、も

しこれね、この駐車場の中へ建て入れたら、これ、買うた意味ないん違

いますか。さっき言うていた、あれ、ふるさと納税とかそんなん、だめ

になってくるん違うかなとちょっと私も、今、感じたんですけど。 

それとあと、ここで町のいろいろなイベントしていますわね。そのイ

ベントが、もうやめるのか、でけへんようになるのか、それはちょっと

わからないですけど。 

あと、自由に建てられるということで、これ、もし２棟、３棟と建て
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たとして、その駐車場のその役割っていうのか、転々とされたときに、

うまいことその整備できるのかどうか。 

あと、私が前から言うていたように、国道から、今、入っていますわ

ね。進入禁止や言うていても、一般の人はわからへんから、皆入ってき

ます。それが、これがホテル入ったら、もっと入ってくるの違うかなと。

このときに、事故起きたときに、どっちの責任やということになるので、

その辺もちょっともっとしっかり。 

あとは、この大きさ、建物の大きさとか、その辺の規定をもっとちょ

っとはっきりしてほしいなと思うんですよ。これ、今やったら、結構ア

バウトでしょう、何棟建ててもええと、駐車場さえ確保できたら何棟建

ててもええと。ちょっとその辺がちょっと。ある程度規定つくったほう

がええん違うかなと思うんですけど、その辺どう考えておられるのか、

ちょっとお願いします。 

 

すみません、私の説明がちょっと説明不足やったので、ちょっと申し

わけないんですけれども、１点目に、旧農協倉庫跡地をかけなくてもど

こに建ててもよいということだったんですけれども、国のほうにも確認

いたしましてでですね、こちらのほうの土地を１センチでもかけなあか

んということやったら、それを条件にしていかなあかんと思いますので、

貴重なご意見いただいたかと思います。 

２点目なんですけれども、何棟も建てたら駐車場が確保できひんの違

うかというご心配をいただいているんですけれども、最終的に県の建築

確認を受けなあかんので、ですので、そんなに、３棟も４棟も建てられ

るようなものではないかと思いますが、どのような形で建てられるかと

いうのを、もちろんプロの人がこの土地の中で検討されて、そして、一

番駐車場もホテルも目立ちながらも、そして、うまく運用できるように

考えられると思います。もちろん自分ところの稼ぎにならないことはさ

れませんので。ということを考えられると思いますので、それはプロポ

ーザルで来たものをですね、やはり議員さんのご意見を頂戴して、選定

委員会の中で、一番、そういった考えも含めまして、どの案がいいのか

というのを選考していきたいかと思っています。 
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３点目なんですけれども、入り口が、今、国道側にあることをご心配

いただいていたんですけれども、今回のプロポーザルでは、国道側に入

り口は設けない、つまり入り口は松並木側だけということでちょっと考

えておりますので、特に、それはご心配ないかと思います。 

最後ですね、イベントのことなんですけれども、イベントにつきまし

ては、また予算委員会のときにもいろいろご報告させていただかなあか

んかと思いますけれども、平成３０年の４月になりましたら中宮寺跡の

整備が終わりますので、そちらでいろいろなイベントができないかって

いうことを、現在、文化財の担当者と詰めているところでございます。

以上でございます。 

 

よろしいか。 宮﨑委員。 

 

今の話やったら、国道のほうは閉めてしまうような感じでやっておら

れるということで。あとはもうホテルのね、あれで、経営のほうでって

いうことで。建築確認の話出ましたけど、これ、４０％やったら、これ

だけ広かったら、２棟、３棟でも建てられると思うんですよ。その辺は、

ちょっとできたらね、さっきも言うたように規定、向こう、建てられる

ところとよく話し合ってね、やってもらわないと、もうあっちこっち建

てられて、ちょっとね、法隆寺にちょっとそぐわないような建物建てら

れても具合悪いし、その辺は十分検討していただきたいと思います。こ

れからまたちょっと、またまたこれから出てくると思いますので、その

辺また協議していきたいと思います。以上です。 

 

プロポの規定いうんですか、内容は、並行的にでもええけども、議会

のほうへも示してもらえることは可能ですか。 

 

今の事務局案では、３月議会の中の総務常任委員会でお示しできれば

ということを目標に事務を進めていきたいと考えております。以上です。 

 

はい、わかりました。委員さん、それでよろしいですね。 
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（ 異議なし ） 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、次に、（４）就学援助制度における新入学児童生

徒学用品費の入学前支給について、理事者の報告を求めます。 

安藤教育委員会総務課長。 

 

それでは、各課報告事項（４）就学援助制度における新入学児童生徒

学用品費の入学前支給について、説明をさせていただきます。 

資料４をごらんください。 

本年３月３１日、文部科学省におきまして、要保護児童生徒援助費補

助金の取り扱いで、小学校への入学開始前に新入学児童学用品費を支給

した場合についても補助対象にできるよう見直しが行われ、平成３０年

４月の就学予定者から適用されることになりました。これまでは、在籍

している児童生徒のみが補助の対象でありましたが、新入学児童学用品

費につきましては就学予定者も認められるようになったというものでご

ざいます。このように国の一定の方針も示されましたことから、本町の

準要保護児童生徒への新入学児童生徒学用品費の支給につきましても、

これに準じた取り扱いをするものでございます。 

まず、１．内容といたしまして、平成３０年度の小学校、中学校入学

予定者から、就学援助費のうち新入学児童生徒学用品費について、入学

前に支給を行うことができるようにするものでございます。 

次に、２．対象者は、（１）斑鳩町に住所を有すること、（２）国公

立の小学校または中学校に就学する予定の児童がいること、（３）就学

援助の支給要件、所得要件等でございますが、該当していることとして

おります。 

次に、３、（１）１人当たりの支給額でありますが、平成２９年度の
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国の基準額であります、小学校４万６００円、中学校４万７，４００円

としております。 

次に、（２）支給時期は、平成３０年３月上旪を予定しており、（３）

支給方法は、保護者の口座への振り込みを考えております。 

次に、（４）返還でありますが、就学予定者が就学前に斑鳩町から転

出または死亡した場合、国公立の小学校または中学校に就学しなかった

場合は、返還をいただくこととしております。 

続きまして、４．予算措置でございますが、本定例会、さきの一般会

計補正予算（第５号）にですね、上程をさせていただいているところで

す。 

最後にですね、広報周知でございますが、平成３０年１月号広報紙お

知らせ版、ホームページ、また、学校、幼稚園等にですね、幅広く周知

を行ってまいりたいというふうに考えております。 

以上、就学援助制度における新入学児童生徒学用品費の入学前支給に

ついてのご説明とさせていただきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

木澤委員。 

 

先ほど申しあげていましたので、ちょっとお聞きしたいんですけども、

これ、やっていただくのは非常にいいことやというふうに思っています。

その中で、これまでですね、支給方法について、どういうやり方をする

のかっていうのは検討したいと、これ、前教育長がそういうふうに一般

質問で答弁されていたんですけども、近隣の市町村だと、前前年度の所

得でもって支給していくという方法とっていますけど、斑鳩町は、今回、

どういう形でされるんでしょうか。 

 

今回の見直しにつきましては、入学する前の年度に現に必要になる経

費という、取り扱うということとしております。例えば平成３０年度、

来年４月にですね、就学する予定の児童生徒は、その前年度であります

今年度中に学用品等購入していただく、必要になる経費ということで、
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平成２９年度の支給決定になるということでございます。 

以前の答弁の中ではですね、この制度が変わらなければ、当該年度で、

本来、認定すべきでありました。一旦暫定的な決定をしておいてですね、

そして、所得の確定する６月以降にですね、本決定を行って、場合によ

れば返還をいただくようなこともですね、そのときは、その制度改正前

はですね、そういう扱いも出てくるのではないかということで、前教育

長、答弁しておったんですけれども、この見直しにつきましては、その

前年度に必要になる経費であるというふうに認定をしてですね、その時

点で支給決定をしていくということ、そういう運用に変わるということ

でございます。以上でございます。 

 

せやから、その年度は、何年度を基準にするの。２８年度。 

 

所得、いつの所得を見るかということになりますと、前前年度の、新

入学児童生徒の学用品費の支給に関しては前前年度の所得を見るという

ふうになります。 

 

木澤委員。 

 

そうすると、今まででしたら、新学期が始まって以降申請してもらっ

てっていう形になっていましたけど、これ、だから、就学援助費の申請

をその入学する前にすることになるんですね。その前前年度の所得で見

るっていうことは、就学予定者の方は心得ておられると思いますけども、

よっぽどやっぱり周知しておかないとわからないと思うんですよね。こ

れ、広報とか町のホームページでですね、掲載されるっていうことです

けど、保育園とか、幼稚園とか、そこに行っておられない方はもうなか

なか難しいですけども、そういう方にもやっぱり十分周知していただい

て、やっぱり申請漏れっていうのをね、ないような形とっていただきた

いなと思うんですけど、そこはどう考えてはるんですかね。 

 

先ほども答弁させていただいていますけれども、幅広くですね、周知
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していく必要があろうかと思います。学校であるとか、幼稚園、保育園

等にもですね、制度の改正行ったこと、該当者については申請いただき

たいということで周知していきたいというふうに考えております。 

 

あと、（４）の返還のところですね、３の（４）ですね、転出した場

合については返還求めるというふうになっているんですけど、一般質問

のときには奈良市の例で紹介させていただいたんですけど、転出した先

の市町村に対して、斑鳩町から、例えば出していますよという情報を伝

えることで、ダブってその方が受給されるのを防ぐというような方法も

あると思うんですけども、それは、そういうふうにはできないんですか

ね。っていうか、転出してしまってからまた返還求めていくっていうの

は難しいのかなと思うんですけど。 

 

そのあたりはですね、異動があった場合、双方の教育委員会でですね、

連携をとりながらやっていきたいというふうには考えております。現状

といたしましては、転出をされた場合は二重支給にならないようにして

いくというのが最善であろうかと思いますので、その辺は連携をとりな

がらですね、仮に転出をされたら、そこは、返還を求めていくというふ

うには考えているところでございます。 

 

ちょっとよくわかりづらかったんですけど、連携は、他市町村ともと

ると。でも、その対応で、だから、向こうからの支給をしていただくっ

ていうことは、でも、返還求めるんであったら向こうから支給してもら

わなあきませんよね。 

 

そのとおりでございます。二重支給にならないようにですね、してい

くということを考えておりまして、斑鳩町に返還をいただくのであれば、

転出先のほうでですね、支給していただくように、その辺は連携をとっ

ていきたいというふうに考えております 

 

これ、支給の費用については、国から出るものですよね。ごめんなさ
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い、ちょっと、今、記憶が定かじゃなかったんですけど、斑鳩町の負担

が半分でしたっけ。ごめんなさい、ちょっと確認させてもらえますか。 

 

準要保護の就学援助につきましては、これ、町単独事業となっており

ます。これ、平成１７年のですね、三位一体の改革のときに国庫補助廃

止になっておりまして、今は町単独の事業となっております。いわゆる

交付税の対象にはなっているというところでございます。 

 

ほかにございませんか。 伴議長。 

 

これですね、私もこれは、正直言うて町立の小中学校のものやと思い

込んでおったのが、これ、国公立やと、今、これ、見せていただいて、

こういうシステムになっているんやなと、初めて私知ったんですが、そ

の場合、これ、国立なんかでしたら大概、特に中学なら、受験があるん

違うかなと。大阪のほうなのか、奈良市のほうなのか、国立の中学校、

ありますわな、そういうように受験が。２月上旪までにって、これ、書

いていますけど、これは、そんなので間に合うようになっているように

は。その辺は考えていただいているんですかな。 

 

ここでは一旦、事務処理上ですね、ひとつの締めを設けるという意味

で、ここでは２月上旪までにって書いておりますけれども、当然、それ

以降、個別の申請があれば、例えば転入をされて来られる方もいらっし

ゃいますので、とりあえず随時受けていくこととしておりますし、仮に

４月以降に、事後になって手続きをされる方もおられるかと思いますの

で、それにつきましては、新年度の支給ということで対応していきたい

というふうに考えております。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 
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次に、（５）臨時職員の賃金改定について、理事者の報告を求めます。 

仲村総務課長。 

 

それでは、各課報告事項の５番目、臨時職員の賃金改定につきまして、

ご説明をさせていただきます。 

資料番号５、臨時職員の賃金改定についてという表題の資料をごらん

いただけますでしょうか。 

今回の改定につきましては、平成２９年度の国家公務員の給与に関す

る人事院勧告及び奈良県の最低賃金額の改定内容を基礎といたしまして

臨時職員の賃金改定を行うとともに、保育士の賃金について、幼稚園講

師に準じ、学歴及び担任の有無の状況に応じ設定するよう改定するもの

でございます。 

改正の内容につきましては、（１）賃金の額の改定といたしまして、

土木建築技術顧問、危機管理顧問、文化財活用センター長及び青尐年悩

み事相談員を除く臨時職員の賃金につきまして、時間給で３０円、日給

で２４０円、月給で４，８００円引き上げるものでございます。 

次に、（２）学歴及び担任の有無に応じた賃金の設定といたしまして、

保育士の賃金について、幼稚園講師に準じ、学歴及び担任の有無の状況

に応じまして設定するよう改定するもので、現行、一律で保育士の賃金

を設定しておりますが、改定後は、幼稚園講師に準じ、４年制大学卒業

程度の学力を有する保育士、担任を持つ４年制大学卒業程度の学力を有

する保育士、短大卒業程度の学力を有する保育士、担任を持つ短大卒業

程度の学力を有する保育士の４区分とするものでございます。 

また、施行期日につきましては、平成３０年４月１日施行を予定して

おります。 

なお、保育士に係る賃金改定につきましては、去る１１日に開催され

ました厚生常任委員会におきまして、同様のご報告をさせていただいて

おります。 

以上、各課報告事項の５番目、臨時職員の賃金改定につきましてのご

説明とさせていただきます。よろしくお願いを申しあげます。 
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報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

木澤委員。 

 

この趣旨については評価できるものだというふうに考えています。今

回、最低賃金が変わったことにも対応してということでおっしゃってい

ましたけど、土木建築技術顧問とか、危機管理顧問とか、その辺のとこ

ろが抜けているのは、どういうことなんでしょうかね。 

 

こちらにつきましては、臨時職員という位置づけではありますけれど

も、賃金というよりは報酬的要素のほうが強いということで考えており

ますので、今回、額の変動は行わないということにしたものでございま

す。 

 

最低賃金は当然クリアされているっていうことですね。 

すみません、もう１つですね、今回、一律であったものを、きちっと

段階もつけて上げていただいているんですけども、もともと言われてい

たのが、保育士さんの賃金そのものがサラリーマンの方の平均の給料よ

りも１０万円低いというふうに言われていたんですけども、町の職員さ

んで、例えば大学卒業されてこちらに入ってこられた方の給料だとどれ

ぐらいになるのか、ちょっとその比較をしてみたいと思うので、金額を、

わかれば教えてほしいんですけども。 

 

まず、保育士に限らず、新卒で入ってきた者の給料の月額であります

が、短大卒業になりますと、町の給料表で言いますと、１級１５号に位

置するということになります。月給では１５万８，８００円で、ここに、

斑鳩町の場合は地域手当６％が加わりますので、月給換算で、ほかの手

当てを除きますが、１６万８，３２８円という形になります。また、４

大卒につきまして、大学卒業でそのまま入ってきたという者につきまし

ては、１級２５号の位置づけとなりまして、現行、１７万８，２００円

が月給となりますので、ここに６％の地域手当を込めますと、１８万８，

８９２円という形になります。 
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担任を持つこの臨時職員と比べますと若干低いということにはなりま

すけれども、担任を持つということは、経験が何年か加算されていると

いう考え方に基づくものでございますので、そのあたりは均衡をとれて

いるものということで認識しているところでございます。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

次に、（６）斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業の選考結果につい

て、理事者の報告を求めます。 安藤まちづくり政策課長。 

 

それでは、各課報告事項（６）斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業

の選考結果について、ご報告させていただきます。 

資料６をごらんください。 

活動提案制度につきましては、住民と行政の協働のまちづくりを推進

するため、住民活動団体の立ち上げを支援し、自立した継続的な活動に

つなげることを目的に、新たに補助金制度を３年前に創設したものでご

ざいます。 

９月１日から１０月２０日までの間で活動提案事業を募集いたしまし

たところ、７団体から応募がございまして、１１月８日に開催されまし

た選考委員会におきまして、書類審査並びに公開プレゼンテーションの

内容等によって総合的に審議されました結果を受け、資料６のとおり、

７つの事業を採択いたしました。 

なお、各団体には、１１月２８日付で審査結果通知書を送付しており

ますが、平成３０年度一般会計予算に当該補助金を計上させていただき、

予算案の議決をいただきました後に、補助事業として認定し、採択され

た７団体に認定通知書を送付させていただくこととなります。その後、

各団体におきまして、必要に応じて行政関係各課との協議を行いながら、

実施計画に従って、平成３０年度に補助事業を実施されるものでござい

ます。 
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委員長 

以上で、協働のまちづくり活動提案事業の選考結果についての説明と

させていただきます。以上でございます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ほかに理事者側から報告しておくことはございませんか。 

仲村総務課長 

 

総務課から、２点ございます。 

まず１点目、職員採用試験の結果についてでございます。 

本年度実施いたしました職員採用試験の結果につきまして、合格者は、

一般事務職で５名、保健師で３名、保育士で２名、幼稚園教諭で３名、

合計１３名でございましたが、このうち、一般事務職１名及び保健師１

名について、内定決定通知後に辞退の申し出がございましたので、現時

点におきまして、平成３０年４月１日の採用予定者は１１名となってお

ります。 

以上、職員採用試験の結果の報告でございます。 

続きまして、消防関係の年末年始の行事予定についてでございます。 

斑鳩町消防団では、毎年行っております年末特別警戒パトロールにつ

きまして、本年も１２月２８日木曜日から３０日土曜日まで、３日間実

施をいたします。 

また、平成３０年斑鳩町消防団出初め式を、新年１月５日金曜日午前

１０時から斑鳩小学校の運動場で挙行いたします。議員皆様には案内状

をお送りをさせていただいておりますが、よろしくご出席を賜りますよ

う、お願いを申しあげます。 

総務課からは、以上でございます。 

 

福居財政課長。 
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委員長 

 

木澤委員 

 

 

 

 

財政課から、町有地の売り払いについて、ご報告を申しあげます。 

９月の本委員会でご報告を申しあげましたように、興留５丁目地内の

松楽園南側の町有地につきましては、前回の一般競争入札では、入札参

加者がなく、入札を取りやめしたところであります。この物件につきま

して、再度、一般競争入札により、売却予定価格を下げて処分を進めて

まいりたいと考えております。 

入札スケジュールの予定につきましては、１月４日に入札公告をした

後、入札参加募集期間を２月１３日までとしまして、入札日は２月２７

日となっております。なお、住民皆さま等への案内につきましては、１

月号広報お知らせ版と町ホームページを予定しております。 

今後とも、利活用の見込みの低い町有地の早期処分に努めてまいりた

いと考えておりますので、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申しあ

げます。 

以上で、町有地の売り払いについてのご報告とさせていただきます。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

奥村委員。 

 

観光ボランティアの方の件でございますけれども。 

 

それはその他で。 木澤委員。 

 

職員の採用試験で、今、人数について報告いただいたんですけど、今

年度、定年退職予定されている方と、あと、中途で退職を既に申し出て

おられる方がおられたら、人数をお聞きしたいんですけども。 
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委員長 

 

 

 

 

奥村委員 

 

仲村総務課長。 

 

平成３０年３月３１日の定年退職につきましては、６名となっており

ます。今、現時点で、それ以外で退職の申し出を受けている者はござい

ません。以上です。 

 

６名の内訳、教えてもらえますかね。 

 

一般事務職で３名、保育士で２名、その他事務員で１名でございます。 

 

保育士さんはその２名ということですけど、一般職で言うと、一応、

退職予定者から１名増ということにはなっていますけども、この間、退

職される方のほうが多くなってきていて、空洞化が起こってきているの

かなというふうに思いますので、今回はこういう形でもう結果出てしま

っていますけども、やはり、以前から言うているようにですね、職員の

適正人数ですね、についての計画、つくるというふうに今までおっしゃ

っていただいていましたので、やっぱりふやすということで充実をして

いっていただきたいと思いますので。また来年度に向けて、よろしくお

願いしておきます。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、これをもって、各課報告事項については終わりま

す。 

次に、４．その他について、各委員から質疑、ご意見があれば、お受

けいたします。 奥村委員。 

 

観光ボランティアの方が、観光案内するために観光駐車場に車をとめ

て１００円払っておられるということをお聞きしたんですけども、今後
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木澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

木澤委員 

は、町としてのお考え、どのようにされるか、お聞きしたいと思うんで

すけども。 

 

乾副町長。 

 

ただいま委員おっしゃっていただきましたように、観光ボランティア

の方の駐車料金、１００円、今、いただいているという状況でございま

す。この件については、平成２３年６月の議会でも観光ボランティアの

会から陳情書が出ておったという経緯もございますし、今の現状も、私、

１１月まで観光協会の事務局長しておりましたので、現状についても把

握をしている状況でございますし、また、観光ボランティアの方からも、

無料にならないかというお話もたくさんいただいているという状況でご

ざいますので。それと、また、観光ボランティアの方については、当町

に観光に来られた方の観光案内をするということで、当町の観光に資す

る活動をやっていただいているということもございますので、駐車料金

を無料にさせていただいてもいいのではないかというような考えは持っ

ております。 

 

よろしいですか。 木澤委員。 

 

私も以前からそういうふうに、ボランティアの方の果たしていただい

ている、やっぱり役割ですね、こちらのほうもしっかり理解して、そこ

については無料にしていくべきじゃないかということで意見を申しあげ

てきましたので、ぜひその方向でしていただくのと、あと、スペースも

きちっと１台やっぱり確保できるような形で、今後、先ほどの部分です

ね、整備されていくっていうことですけども、そこもお願いしておきた

いと思います。 

 

ほかにございませんか。 木澤委員。 

 

そうしたら、ちょっといくつかお聞きしたいんですけども、先日、台
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木澤委員 

 

 

 

 

風２１号災害がありまして、その被害状況については議員懇談会の際等

で報告いただいたり、また、一般質問でも答弁されておられたんですが、

その中でですね、今回、気になったのが、中央公民館と中央体育館を指

定の避難所として、かなりの人数来られたというふうに思うんです。今

回、雨量もかなり多かったことから、今までにないような対応が求めら

れたのかなというふうに思いますが、避難所の運営ですね、今回は職員

さんが対応できたと思いますので、取り立てて混乱することはなかった

かと思うんですが、例えば大規模地震なんかが発生した際はですね、そ

もそも職員さんが行けないという中で、避難所としての機能がうまくい

くようになっているのかどうか、ちょっとそこのところ、確認したいな

と思ったんですけど。今、どんなふうに。マニュアル的なものがあるの

かどうかも含めてですね、教えていただきたいと思います。 

 

仲村総務課長。 

 

避難所運営の関係につきまして、まず、マニュアルといたしましては、

斑鳩町独自のものはございませんが、奈良県の避難所運営マニュアル、

作成をされておりますので、これを準用して活用しているという状況で

ございます。 

また、今おっしゃっていただきましたように、大規模地震におきまし

ては、行政の職員のマンパワー、不足することも考えられます。ですの

で、今、訓練におきましては、住民の方が独自で避難所の運営を行って

いただくということで、地域のリーダーづくり、また、避難所に入った

ときに名簿の作成等々、そういった実践的な訓練も実施をさせていただ

きながら、防災力の向上に努めているという状況でございます。 

 

避難所いくつかあると思うんですけども、例えばいかるがホールのよ

うに、鍵がかかっている施設もあると思うんです。そうした際の、その

カギの保管っていうんですかね、については、今、どんなになっている

んでしょうか。 
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まずは、施設管理者のほうで、当然、鍵のほうは管理をしております

が、それを所管しております部局のほうですね、例えば保育所のほうで

したら福祉子ども課であったり、学校施設であったら教育委員会の事務

局であったりというところも鍵のほうを持っておりますので、そういっ

た施設管理者のほうで対応できない場合につきましては、町の職員が対

応するということで、今、考えているところでございます。 

 

職員さん、それ持って行けてあけられたらいいんですけど、それがで

きない状況もあると思うので、だから地域の、地元の方との連携ってい

うのも必要なってくるかなというふうに思いますので、また今後、ちょ

っと検討していただきたいのと、あと、今回、中央体育館のほうに避難

された方から、ちょっと避難しても非常に寒い思いをしたという声を聞

いているんです。今、避難所の暖房っていうんですかね、等の設備につ

いては、どんな状態になっているんでしょうか。 

 

まず、避難所の暖房という点でございます。施設自体でそういった暖

房設備が整っているところと、また、体育館のような形でそういった空

調設備がないところ、さまざまでございますので、施設によって性格が

異なってこようかと思いますし、また、大規模な災害におきましては、

電気等が不通になっているという状況も考えられます。ですので、まず

第一義的には、避難してこられる住民の方々が、まず、自主的なものと

して、そういった暖かいものとかというのを用意していただくというの

がまず第一原則であるということでは考えておりますが、行政といたし

ましても、毛布の備蓄等を行っておりまして、先般の避難におきまして

も、毛布のほうをお渡しさせていただいたということもございます。 

今後また、実際寒かったというお声、お聞きしている中でですね、発

災直後につきましては、なかなか、すぐへの対応というのが難しいとは

思いますが、何日かたつ中でですね、何日かと、次の日でもいいんです

けども、その中で、できる限りの対応といたしまして、例えば学校のほ

うとかでもストーブございますでしょうし、選挙のほうでもストーブの

ほうとか、何ぼか備蓄ございますので、そういったものを活用する、も
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しくは、災害の協定結んでいる他市町村にそういったものの協力を要請

する等に基づきまして、環境を整えてまいりたいということで考えてお

ります。 

 

予測できるものでしたら事前に準備をしておくというのと、突発的な

ものについては、やっぱり事後になってでもですね、そういう対応をし

ていただいて、やっぱり二次災害っていうのを防いでいくっていうこと

が大事だと思いますので、その観点で、また今後も充実のほう、よろし

くお願いします。 

あと、ごめんなさい、もう１つですね、今回は大和川がかなりの水位

になって、大体、今回に限らずとも、今までゲリラ豪雨の中でも、三代

川の水門を閉めるという対応を何回かされてきていると思うんです。そ

んな中で、住民の方から、水門閉めたらその情報を教えてほしいってい

う声があるんですけども、そこについては町として対応していただける

ものなのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですけど。 

 

ただいまの三代川の樋門が閉まった際への住民の方へのお知らせの観

点でございます。今、町の地域防災計画におきましては、避難準備・高

齢者等避難開始であったり避難勧告といった避難に関する情報について

の判断基準、大和川を例にとりますと、板東観測所の水位に基づいてそ

ういった避難に関する情報を出しているところでございます。ですので、

今の、樋門が閉まったかどうかということにつきましては、避難に関す

る判断基準にはなっておらないという状況でありますことから、住民さ

んへの周知というところにつきましては、町といたしましては考えてお

らないという状況でございます。 

 

わかりました。住民さんからの声がありましたけども、一応、町の考

えについてはそういう返事だということで、私のほうからも伝えたいと

思います。 

それとですね、ちょっと教育分野のことでお聞きしたいんですけども、

斑鳩小学校の保護者の方から、今、斑鳩小学校の、多目的室になるんで
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すかね、のスペースの半分、町の資料の置き場になっているみたいな話

をちょっとお聞きしたんです。私も現場確認できていないんですけども、

ちょっとそういうお話をお聞きしたので、その現状について確認したい

と思うんですけども、どうなっているんでしょう。 

 

今現在、わかりますか。 安藤教育委員会総務課長。 

 

多目的室の、１階なんですけれども、そのうちの半分をですね、町の

書庫として場所提供しているという状況になっております。ちょうど保

管場所、黎明保育園が建設されたときに、そのスペースを確保するとい

うところからですね、その半分のスペースを使えないかということで、

当時、学校長とも相談をいたしまして、じゃあ、その半分のスペースで

あれば使ってもらっても構わないという確認もとっておりましたので、

今現状、そういう使い方をしているということでございます。 

 

それは、緊急的にそういう活用の仕方をしているのか、それか、もう

今後も書庫のスペースとして使っていこうと考えておられるのか、それ

はどっちなんですかね。 

 

仲村総務課長。 

 

書庫の状況につきましては、やはり経年的に事務しております中で、

役場の地下大書庫のほうが、今、飽和状態になっております。そうした

ことから、書庫の場所というのを探しておりましたところ、教育委員会

との協議が整いましたので、今、そちらのほうをお使いさせていただい

ているというところでございまして、今、そちらにつきましては、今、

書棚のほうも設置をさせていただいていると、今、進めさせていただい

ているという状況でございますので、できましたらそちらのほうを使わ

せていただければということで、こちらとしては考えているところでご

ざいます。 
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私、保護者の方から声があったというのは、いわば苦情ですね。何で

教育施設が役場の物置になっているのと。もともと、お聞きすると、例

えばＰＴＡの会議なんかをする際にも、全面スペース使っていろいろ何

かされていたことなんかがあったりして、それが使えなく、やっぱりな

ってしまっているっていうことなので、それはやっぱりまずいんじゃな

いかなというふうに思うんです。だから、教育施設についてはやっぱり

教育目的できちっと活用できるようにしていくのが筋だと思いますし、

町のほうとして、やっぱりずっとそこを使用してですね、書庫にしてい

くっていうんじゃなくて、書類の保管場所については別で確保して、教

育施設についてはやっぱり教育目的で使用していただけるように、お返

しするというか、開放するというふうに考えていくべきじゃないかなと

思うんですけど、そこはいかがでしょうか。 

 

暫時休憩します。 

 

（ 午前１１時３３分 休憩 ） 

（ 午前１１時３３分 再開 ） 

 

再開いたします。 

乾副町長。 

 

今現状、教育施設のほうで、町の書庫ということでお借りしていると

いうことでございますけれども、適当な施設がほかにあるのかどうかい

うことも含めて検討させていただきたいというふうに考えております。 

 

木澤委員。 

 

そうしたら、このままやっぱりずるずる行くっていうのはまずいと思

いますので、できたら次回の総務委員会までに方向性定めてですね、ご

回答いただきたいなと思いますので、お願いします。 

 



 - 63 - 

委員長 

 

副町長 
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委員長 

 

まちづく

り政策課

長 

 

 

 

木澤委員 

 

 

 

次回までに報告いただけるいうことでよろしいですね。 乾副町長。 

 

次回の委員会に、報告できるような内容になりましたら報告させてい

ただきますけれども、どういう形でできるのかいうことは、ちょっとこ

れから協議させていただきたいと思いますので、必ずということでは、

報告できるかどうかっていうのはわかりませんので、その点、ご了解い

ただきたいと思います。 

 

次回で言うと２月の、開催されれば２月のほうになるかと思いますが、

その時点で検討中なのか、方向性が出ているのかわかりませんけど、そ

の時点でのまたご回答いただければというふうに思います。 

それとですね、ごめんなさい、もう１点だけ、１１月に紅葉祭りをし

ていただいたんですけども、毎年していただいているので毎年のことか

なとは思うんですけど、あそこの川沿いの道路を通行される町民の方か

ら、出店される方の車がもう何台もとまっていて交通渋滞になっていた

っていう、これもいわゆる苦情ですね、の声をお聞きしたんですけども、

紅葉祭り開催される際に、そこの対応っていうのはどういうふうにして

いただいているんでしょうかね。 

 

安藤まちづくり政策課長。 

 

委員さんご質問のイベントにつきましては、斑鳩町の観光協会により

実施されている事業でございます。しかしながら、同団体及び当イベン

トに町が補助を行っておりますことから、木澤委員様からこのようなご

質問を受けたことを斑鳩町観光協会に伝えまして、速やかに委員さんの

ほうに回答するように申し伝えたいと考えております。以上です。 

 

そういうふうに町民さんからやっぱり苦情の声があったということで、

観光協会のほうでも、今後、対策強化していただくようにまた検討して

いただいて、お返事いただきたいと思いますので、お願いしておきます。 
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木澤委員 

 

 

 

 

 

 

よろしいか。ほかにございませんか。 伴議長。 

 

今、木澤委員から話があった、斑鳩小学校にこちらのほうの、役場の

書類を置かれていると今聞いて、たしかこの横の施設を黎明さんに条件

付きで所有権移転して、そして私立の保育所にするという話があったと

きに、正直、その辺の、そのときには遺物って言いますか、そういうも

のも保管している。それは、たしかあゆみの家さんのほうへ。そして、

書類のほうも速やかに、ちゃんとした場所があるので何も問題がないよ

うな話を私は、公式の委員会やったかどうかわかりませんが、確かめた

ら、そんな話をされました。今聞くと、小学校のところに置いてあると。 

はっきり言って、確かにそのときの話からすると、何か、やっぱりこ

う、ちゃんと説明していただきたい。議会のほうに正直に、実は書類の

持っていくところが非常に苦労していますねんと、せやけどどうしても

民間の保育所誘致せんと待機の問題が出るんやとか、そういう格好で今

後お願いしたいなと。やはり何か、さっさっといくような、ああ、問題

おまへんねんというようなお話。それより、こちらのほう、民間のほう

にするとこういうようなメリットが出るような話ばっかり説明をお受け

した、その記憶がございますので、今後とも、またそれだけはお願いし

たい。もう同じように悩みがあって、そして前へ進んでいこうというと

きには、やはり正直にお話をして。今、ちょっと聞いて、憤りを、私自

身は感じております。以上でございます。 

 

ほかにございませんか。 木澤委員。 

 

今回、小村委員が一般質問されていました日本遺産認定協議会の問題

なんですけども、答弁の中では、ちょっと方向性について探っていくよ

うな答弁であったというふうに思うんですが、そうした方向性ですね、

加入していくのか、その条件があるのかはわかりませんけども、につい

ては、担当の常任委員会に事前にご相談いただきたいなというふうに思

ったんです。 

先日開催されていました厚生常任委員会の中でも、ＩＳＯの認定の関
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委員長 

 

係ですね、町の説明としては、もう申請しないことを決めましたので委

員会に報告をするという形でおっしゃっていたんですけども、そういう

ふうに考えているよということで相談した後に結論を出していこうとい

うのが筋じゃないかなというふうに思いまして。 

この間、特に日本遺産認定の問題については、この担当の総務常任委

員会できちんと議会と相談してほしいということも申しあげてきました

ので、ちょっとそこだけね、気になりましたので、要望しておきたいと

いうふうに思います。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

先ほどの観光ボランティアの駐車場、有料を無料化する件について、

乾副町長は無料化の方向でという答弁をされましたが、それは個人的な

意見ですね。と捉まえてよろしいんですね。 乾副町長。 

 

まだ内部では十分には協議はしておりませんけれども、個人的という

よりも、これから協議をする中で、無料の方向性で考えていきたいとい

うことでございますが、まだ決定ではないということでご理解いただき

たいと思います。 

 

平成２３年に、議会は陳情を否決したという経緯もありますのでね、

そこら辺も捉まえて、無料か有料か、このままいくのか、無料化にする

のか、そこら辺を決定していただきたいと思います。 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、これをもって、その他についても終わります。 

次に、継続審査について、お諮りいたします。 
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お手元に配布しております申出書のとおり、当委員会として引き続き

調査を要するものとして、このように決定することにご異議ございませ

んか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

議長におかれましては、継続審査の手続きをとっていただきますよう、

よろしくお取り計らいをお願いいたします。 

以上をもちまして、本日の審査案件については全て終了いたしました。 

なお、本日の委員会報告のまとめについては正副委員長にご一任いた

だきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、閉会に当たり、町長の挨拶をお受けいたします。 

中西町長。 

 

委員皆さま方におかれましては、長時間にわたりましてご審議いただ

きまして、本当にありがとうございます。おかげをもちまして、付託い

たしておりました議案３件につきましても、満場一致で可決ということ

で、本当にありがとうございます。 

あとまた、いろいろ、各課報告等につきましても、意見をいただいて

おります。創業支援センターの整備、また、まちあるきの拠点整備につ

いてということでも、いろいろ意見をいただいた中でございます。特に、

このまちあるき拠点整備につきましては大きな問題でございますので、

３月議会、委員会のほうでもですね、皆様方に説明できるような資料、

できるだけそろえて説明をしていきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

あと、それと、その他のほうでも意見をいただいております。小学校
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委員長 

に置いている書類の問題でございます。これにつきましても、やはり、

いろいろ書類等もかなりふえてきている中でですね、置く場所がないと

いう形で、そういう形で利用させていただいたわけでございますけども、

その書類等につきましても、今後、整理できるものとかいろいろござい

ますので、その辺の調整も図りながら、どういうような形をとっていく

かというようなこと考えていきたいと思いますので、しばらく調整する

時間等いただきたい思いますので、よろしくお願いいたします。 

本日は、どうもありがとうございました。 

 

これをもって、総務常任委員会を閉会いたします。 

どうもご苦労さまでございました。 

（午前１１時４２分 閉会） 

 

 

 


